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平成28年６月16日（木曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成28年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第11号 第７次宮崎県農業・農村振興長

期計画の変更について

○議案第12号 宮崎県水産業・漁村振興長期計

画の変更について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・平成27年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙５）

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・平成28年熊本地震に伴う被害状況と支援状況

等について

・平成27年度「大気、水質等の測定結果」につ

いて（概要）

・平成28年度海水浴場水質調査結果について

・松くい虫等による被害の状況と対策について

・総合農業試験場茶業支場における茶穂木の誤

提供事案への対応について

・平成28年熊本地震に伴う被害状況と支援状況

について

・農水産物の輸出の現状と今後の取組について

・新たな担い手の確保・育成対策の取組につい

て

・農業委員会等に関する法律の改正について

・「畜産新生推進プラン」（案）について

・公益財団法人宮崎県口蹄疫復興財団の取組と

成果等について

出席委員（８人）

委 員 長 右 松 隆 央

副 委 員 長 島 田 俊 光

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 黒 木 正 一

委 員 井 上 紀代子

委 員 河 野 哲 也

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

環境森林部次長
川 野 美奈子

（ 総 括 ）

環境森林部次長
那 須 幸 義

（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
大 西 祐 二

環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
長 友 善 和

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 川井田 哲 郎

循環社会推進課長 温 水 豊 生

自 然 環 境 課 長 廣 津 和 夫

森 林 経 営 課 長 渡  幸 一

山村・木材振興課長 下 沖 誠

み や ざ き ス ギ
三重野 裕 通

活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長 西 山 悟

木 材 利 用 技 術
小 田 久 人

セ ン タ ー 所 長

工 事 検 査 監 甲 斐 良 一

農政水産部

平成28年６月16日(木)
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農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

農政水産部次長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
宮 下 敦 典

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
成 原 淳 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 福 嶋 幸 徳

農 政 企 画 課 長 戎 井 靖 貴

新農業戦略室長 牛 谷 良 夫

農業連携推進課長 山 本 泰 嗣

ブ ラ ン ド ・
原 拓 実

流 通 対 策 室 長

農業経営支援課長 大久津 浩

農業改良対策監 長 友 博 文

農 地 対 策 室 長 花 田 広

農 産 園 芸 課 長 甲 斐 典 男

農 村 計 画 課 長 竹 下 裕一郎

畑かん営農推進室長 山 下 恭 史

農 村 整 備 課 長 甲 斐 康 真

水 産 政 策 課 長 田 原 健

漁業・資源管理室長 外 山 秀 樹

漁 村 振 興 課 長 田 中 宏 明

漁港整備対策監 押 川 定 生

畜 産 振 興 課 長 坊 薗 正 恒

家畜防疫対策課長 久保田 和 弘

工 事 検 査 監 吉 田 勝 己

総合農業試験場長 加勇田 誠

県立農業大学校長 後 藤 俊 一

水 産 試 験 場 長 兼 田 正 之

畜 産 試 験 場 長 西 元 俊 文

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

○右松委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおり行うこ

とでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○大坪環境森林部長 おはようございます。本

日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、お手元に配付しております環境農

林水産常任委員会資料の表紙をごらんください。

本日の説明事項は、Ⅰの予算議案が１件、Ⅱ

の報告事項が２件、その他報告事項が４件でご

ざいます。

まず、Ⅰの予算議案としまして、議案第１号

「平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）」

についてであります。これにつきましては、後

ほど、資料を使って御説明いたします。

それから、次のⅡの報告事項につきましては、

平成27年度繰越明許費及び損害賠償額を定めた

ことにつきまして、報告するものであります。

Ⅲのその他報告事項につきましては、１の平

成28年熊本地震に伴う被害状況と支援状況等に

ついてなど、４項目を報告いたします。

表紙をめくっていただいて、１ページをごら

平成28年６月16日(木)
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んください。

この表は、議案第１号に関する歳出予算を課

別に集計したものでございます。

今回の補正につきましては、一般会計で表の

中ほどの補正額Ｂの列の網かけしている小計の

欄にございますように、６億3,716万6,000円の

増額補正をお願いしておりまして、補正後の一

般会計予算額は、そのＣの列の小計の欄にござ

いますとおり、230億7,759万6,000円となります。

この結果、補正後の予算総額は一般会計と特

別会計を合わせまして、同じくＣ列の一番下に

なりますが、236億7,985万2,000円となります。

それぞれ説明事項の詳細につきましては、担

当課長のほうから御説明申し上げますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

以上であります。

○下沖山村・木材振興課長 それでは、山村・

木材振興課の補正予算について御説明いたしま

す。

歳出予算説明資料の45ページをお開きくださ

い。

当課の補正額は、一般会計で１億7,920万7,000

円の増額であります。この結果、補正後の額は、

右から３列目にありますように、一般会計、特

別会計を合わせまして49億2,147万1,000円とな

ります。

それでは、事項ごとに御説明いたします。

１枚めくっていただきまして、47ページをお

開きください。

ページ最初の（事項）林業・木材産業構造改

革事業費におきましては、４億520万8,000円の

増額であります。これは、その下の説明欄の１

と２及び４の事業におきまして、その財源を森

林整備加速化・林業再生基金へ振りかえること

による減額、また、その振りかえ先である森林

整備加速化・林業再生基金を財源とする事業が、

３の森林整備加速化・林業再生事業であります

が、この事業が増額補正となっております。

詳しい内容につきましては、後ほど委員会資

料にて御説明させていただきます。

次の（事項）木材需要拡大推進対策費では、

２億2,830万4,000円の減額であります。こちら

の補正理由につきましても上の事項と同じ理由

でありますので、あわせて、後ほど委員会資料

で御説明させていただきます。

次に、一番下の（事項）木材利用技術センタ

ー運営事業費におきましては、230万3,000円の

増額であります。

48ページをお開きください。

説明欄１の試験研究費の増額であります。こ

れらにつきましても委員会資料で御説明させて

いただきます。

歳出予算説明資料の説明は以上であります。

それでは、説明を省略しておりました事業に

ついて、常任委員会資料で御説明いたします。

委員会資料の２ページをお開きください。

森林整備加速化・林業再生事業であります。

なお、補正が必要となりました経緯が同じであ

りますので、森林経営課分もあわせて御説明さ

せていただきます。

この資料には記載しておりませんが、森林整

備加速化・林業再生基金のこれまでの状況につ

いて御説明いたします。

森林整備加速化・林業再生基金を財源としま

す事業は、平成21年度以降、国から累計で約184

億円の配算を得まして、各種事業を実施してま

いりました。国の26年度の補正予算から基金方

式が廃止されまして交付金化されましたが、そ

れまでに実施してきました基金事業において、

入札執行残等により基金の積立額に残額が発生
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しておりました。

今回、この基金残額の活用について、国から

正式な方針が示されたことに伴いまして、補正

予算をお願いするものであります。

それでは、３ページの横向きの資料をごらん

ください。

まず、下の図の左側、当初予算の欄をごらん

ください。現在、ＴＰＰ関連としまして、合板

・製材生産性強化総合対策事業を、また、その

下の交付金事業、これで森林整備・林業等振興

施設整備交付金による事業をそれぞれ当初予算

により編成しておりました。

しかしながら、このグレーで網かけされてお

ります事業は、国からの内示がゼロの状況であ

ります。その理由としましては、上の囲みにあ

ります補正予算要求の理由のところの最初の１

行目にアンダーラインを引いておりますが、グ

レーで網かけされている事業は、森林整備加速

化・林業再生基金のメニューと重複するため、

この基金を活用して事業を実施するよう国から

方針が示されたところでありまして、このこと

から左のグレーで網かけされている事業を右側

の基金事業へ振りかえるものであります。

また、振りかえ元より、振りかえ後の合計予

算額が増額となっておりますことや、基金事業

の一番上の事業、未利用間伐材利用促進対策事

業を追加しております理由は、同じく上の囲み

の補正予算要求の理由の３行目にアンダーライ

ンを引いておりますが、当該基金の残額は、平

成28年度中に交付決定し、事業執行後の残額は、

国へ返還することとの方針も示されております

ので、基金の残額を有効に活用するために、関

係団体等からの追加要望による実施箇所もあわ

せて基金残額の範囲内で補正予算をお願いする

ものであります。

この結果、当初予算で編成した事業の補正予

算における減額分は、一部事務費も含めまして、

森林経営課と山村・木材振興課の合計で７億874

万7,000円をお願いするものであります。

一方、基金事業の補正予算における増額分で

ありますが、右側の一番下の計にありますとお

り、森林経営課と山村・木材振興課の合計で11

億322万6,000円をお願いするものであります。

２ページにお戻りください。

１の事業の目的・背景でありますが、従前同

様、戦後造林した豊富な人工林資源を循環利用

し、林業の成長産業化を実現するため、森林整

備加速化・林業再生基金を活用して地域の主体

性や創意工夫を生かした総合的な対策を支援す

るものであります。

２の事業の概要の予算額等は先ほど御説明し

たとおりであります。

（５）の事業内容でありますが、森林経営課

の事業としまして、①の未利用間伐材利用促進

対策事業により、森林境界明確化への支援を行

い、②の間伐推進加速化事業により、林業専用

道、森林作業道への支援を行うものであります。

山村・木材振興課の事業としまして、③の森

林整備加速化・林業再生事業のイの素材生産・

木材加工施設等整備事業により、高性能林業機

械、木材加工・流通施設等の整備への支援を行

い、エの木造公共施設整備等事業により、木造

公共施設等の整備への支援などを行うものであ

ります。

このような取り組みを通じまして、３の事業

効果にありますように、林業・木材産業の成長

産業化の実現を図っていくこととしております。

次に、４ページをお開きください。

木材利用技術センター運営事業費（試験研究

費）についてであります。
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１の事業の目的・背景でありますが、木質バ

イオマス発電への低質材を中心とした急激な利

用拡大や木造公共施設への建築促進などが求め

られる中で、杉等の特性を踏まえた技術の研究

・開発はますます重要となってきております。

このため、木材利用技術センターでは、企業

ニーズ等を踏まえた研究テーマの設定やニーズ

の変化にも対応したより実用的な研究を行うこ

ととしております。

今回補正をお願いします事業は、国産材の全

国的な課題である大径材の活用に関する研究に

ついて、国の森林総合研究所が革新的技術開発

・緊急展開事業に取り組むに当たり、本県の木

材利用技術センターを含む全国の研究施設に対

しまして共同研究が提案され、参加12の研究施

設によるコンソーシアムを設立して研究を行う

ものであります。

２の（１）のとおり、予算額は230万3,000円

の増額をお願いしております。

（２）の財源につきましては、国から森林総

合研究所を通して配分されますので、全額、雑

入による受け入れとなります。

（５）の事業内容でありますが、右のページ

の横向きの資料をごらんください。

この資料は、12の研究施設による共同研究の

状況をあらわした図であります。木材利用技術

センターは図の中ほど、２─２の構造用製材の

長期挙動に関する強度特性予測技術の開発の研

究に参加するものであります。

この研究内容は、具体的には、大径材から生

産された製材品に長期間一定の力を与えまして、

その変形度合いから、大径材を建築物に使用し

た場合の50年後の残存強度を推定するというも

のであります。

４ページにお戻りください。このような取り

組みを通じまして、３の事業効果にありますよ

うに、大径材の競争力を高め、大径材丸太の利

用拡大を図っていくこととしております。

説明は以上であります。

○渡森林経営課長 森林経営課の補正予算に

つきまして、御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の41ページをお開

きください。

森林経営課の補正額は、４億5,795万9,000円

の増額であります。この結果、補正後の額は、

右から３列目にありますように88億9, 5 8 2

万3,000円となります。

それでは、事業について説明いたします。

１枚めくって43ページをごらんください。

上から５行目の（事項）森林機能保全対策総

合整備事業費で４億5,795万9,000円の増額であ

ります。説明欄の１の未利用間伐材利用促進対

策事業、２の間伐推進加速化事業につきまして

は、先ほど、山村・木材振興課長から説明があ

りましたように、森林整備加速化・林業再生基

金の活用により、今回新たに予算計上するもの

であります。

３の合板・製材生産性強化総合対策事業につ

きましては、間伐材の生産に対して支援するも

のであります。

詳しい内容は、常任委員会資料で説明させて

いただきます。委員会資料の６ページをごらん

ください。

１の事業の目的・背景ですが、ＴＰＰによる

新たな国際環境のもとで、地域材の競争力強化

に向けて、川上から川下までの林業・木材産業

等関係者と共同で県が策定しました体質強化計

画に基づき、合板・製材工場等へ原木を安定的

に供給する事業者が行う間伐材の生産を支援す

るものであります。
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２の事業の概要ですが、（１）の予算額は、補

正額１億4,038万4,000円であります。

（２）の財源ですが、その他特定財源となっ

ておりまして、国から委託を受けた基金管理団

体からの交付となります。

（５）の事業の内容ですが、①の間伐材生産

強化対策事業は、製材工場等に対する原木を低

コストかつ安定的に供給するための間伐材の生

産を支援するものであります。

今回、２億4,038万4,000円の補正をお願いし

ておりまして、補正後の額は４億3,988万4,000

円となります。

右側の７ページをごらんください。

林業事業体が間伐材生産の支援を受けるため

には、体質強化計画に参画し、生産した間伐材

を事業者間の協定に基づき、直接あるいは木材

市場等を介して中核的製材工場等へ供給するこ

とが要件となっております。

なお、今回の事業は、本県に加え熊本県、大

分県と広域連携することにしておりまして、こ

れらの県に出荷する間伐材の生産につきまして

も支援することにしております。

再度、６ページにお戻りください。

②の間伐推進路網整備事業は、１億円の減額

であります。当初は予算を計上しておりました

が、国からの方針に伴い、森林整備加速化・林

業再生基金を活用しました間伐推進加速化事業

に振りかえまして、路網の整備を実施すること

としましたので減額するものであります。

３の事業効果ですが、これらの取り組みによ

りまして、生産量が増加する中核的製材工場等

へ原木が低コストで安定的に供給されますので、

国際競争力の強化が図られるものと考えており

ます。

森林経営課の説明は以上であります。

○右松委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案についての質疑はありませんでしょうか。

○山下委員 今説明の中で大径材の利用促進と

いうことが出たんですが、今まで大径材の太い

部分は、利用価値がなかったということで、新

しいこういう事業で取り組まれるだろうと思う

んですが。先ほどの説明で50年後も対応だった

かな、そういう話もあったんですが、具体的に

もうちょっと詳しく教えていただくとありがた

い。どういう部分に使って、どれぐらいの強度

なのか。

○小田木材利用技術センター所長 それでは、

この事業によりまして研究する内容について、

御説明申し上げます。

委員会資料の５ページにありますように、木

材利用技術センターは、構造用製材の長期挙動

に関する強度特性予測技術の開発ということで

参加するわけですけれども、ここで言う長期と

いうのが、先ほどあったように50年ということ

です。

今年度につきましては、ツーバイフォーの製

材、いわゆる枠組壁工法の材料を対象とします。

２年目、３年目ぐらいから一般の在来軸組構法

の柱材であるとかはり桁材などについて、同じ

ように50年後の強度を推定するという研究に取

り組む予定にしております。

国の森林総合研究所が中心となってする課題

ですので、在来軸組に限らず、枠組壁構法のそ

ういう材料についても検討するとなっているわ

けです。

○山下委員 であれば、大径材の今まで捨てて

あった部分を、今からは100％利用ができるとい

うことで理解しとっていいですか。

○小田木材利用技術センター所長 おっしゃる
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とおり丸太の直径が大きいものですから、いろ

んな製材木取りができるということで、隅々ま

で使えるような製材技術あるいはそういう構造

材のあり方について検討するということにして

おります。

○山下委員 よろしくお願いします。

それと６ページのこの事業ですが、間伐を推

進することによって、今まで廃棄してた分を新

たな利用活用していこうということなんですが。

この間伐の条件というのは、何年から何年。例

えば、製品となるようなものは、25年ぐらいで

伐採して出していたような気がするんだ。

それ以上のものが、対象になるんですか。

○渡森林経営課長 補助対象要件は、７ペー

ジの写真の下にございますように、対象森林と

しましては60年生以下12齢級までということに

なっております。

○山下委員 60年生までを対象にするわけです

ね。下の年限は何年生以上からか。

○渡森林経営課長 下のほうは多分なかった

と思います。対象齢級が12齢級までということ

でございます。通常は、３齢級ぐらいから間伐

してまいります。15年生です。

○山下委員 15年だったら、３寸角ぐらいとれ

るんかな。

○渡森林経営課長 小丸太程度であると思い

ます。

○山下委員 大体想像ができます。

それで、この右の図の中で宮崎県内が３工場

ということなんですが、これは合板をつくる会

社が、宮崎県には３工場しかないということの

理解でいいんですかね。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 こちらの

３工場につきましては、合板工場が県内にござ

いませんので、一般製材の工場に送り込むとい

うところを対象にして考えてございます。

○山下委員 合板する工場が宮崎県内には３工

場しかないということ。これ合板に使うんで

しょ。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 こちらに

つきましては集成材工場も対象に含まれてござ

いますので、主に集成材工場を中心に供給する

ということになろうかと考えてございます。

○黒木委員 この３工場はどこなんでしょうか。

○下沖山村・木材振興課長 この表にあります

ように体質強化計画というのをつくりまして、

生産量を２割程度増強するというような計画の

工場になっております。この県内の３工場は、

現在予定しておりますのが、中国木材の日向工

場、それから都城の持永製材、それから都城の

都城製材の３工場を予定しております。

○黒木委員 これは原木を安定的に供給すると

いうのが効果であると思うんですけれど。そう

いう大きな製材所に供給するということになる

と、例えば県内には多分、中小製材所を含めて150

ぐらいあると思うんですけれど、そういったと

ころへの影響は考えられないものか。それから、

素材生産業者とかが、結局そこに持っていくと

いうのが、条件といいますか、何らかの制約が

課せられるものか、お聞きしたいと思います。

○下沖山村・木材振興課長 この事業はあくま

でも間伐材を生産して、それを県内それから県

外、大分県と熊本県も含めてですけれども、そ

の工場に持っていくというようなことで、一般

の製材工場に対する影響というのは、さほどな

いと考えておるところでございます。あくまで

も間伐材を集積して、それを県内、県外の熊本、

大分の工場のほうに集積するという事業ですの

で、間伐材だけが対象ということになります。

○黒木委員 間伐材と主伐材の割合はどれぐら
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いですか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 間伐と主

伐の割合の数字については、今手元に持ってご

ざいません。

○黒木委員 こういう流通の流れをつくるとい

うことになると、中小製材所、中国木材という

大きな製材工場が進出して、それだけでも非常

に脅威で生き残りができるのかということで、

非常に心配している面もあると思います。実際、

競争力を高めるということは非常に重要なこと

でありますし、いいことではあるんですけれど

も、そういったところが、それぞれの特徴を生

かして生き延びていくような仕組みをつくると

いうのも一つの大事なことではないかなという

ような気がするもんですから。そういったとこ

ろにもある程度配慮した形での取り組みができ

ないかなという気がしたので、お聞きしたとこ

ろです。間伐材だけということですので、今、

皆伐がふえてますから、そんな大きなシェアで

はないとは思うんですけれども、そういったと

ころにひとつ御配慮をいただくようなことも考

えていただきたいと思います。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 今議員か

らお話がございましたとおり、そういったとこ

ろも十分配慮してまいりたいと思います。こち

らの事業につきましては、何よりまずその原木

の安定供給、こういった体制を県内できちんと

築きまして、県内の製材業が全体で、中小のと

ころも含めまして、安定的に体質強化できると

いったところを狙いとするところでございます。

中核工場として先ほどの３工場を上げている

ところでございますが、当然こちらに安定的に

物が流れますれば、流通量の増加ということを

通じまして、ほかの中小の製材工場のところに

も安定的な調達という効果は及ぶものと考えて

ございます。

いずれにいたしましても、議員の御指摘ごもっ

ともでございますので、そういったところにも

配慮しながら事業を進めていきたいと考えてご

ざいます。

○山下委員 間伐することによって、今さまざ

まな林業で対策が講じられているんですが、こ

れは、間伐材の立米単価というのは大体想定さ

れているんですか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 丸太の売

り上げでございますが、今の立米単価、丸太が

大体9,000円前後というところになってございま

す。

○山下委員 お願いをしておきたいと思うんで

すが、山床になかなか返ってきてないと思うん

ですよね。結局、いろんな事業を組んで、国の

事業、県の事業で山を守ろうとしているんです

が、なかなかやっぱり山床に元気が出ない。こ

の状況をどう認識されておられるんでしょうか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 委員御指

摘のとおり、山元になかなか返ってきてないと

いうことは、私どもも非常に心配しているとこ

ろでございます。もちろん単価の問題もあるん

ですが、一方でも取扱量、単価とボリューム、

それでまとめてお金が返るということになると

思うんですが、もちろんその単価の問題もさて

おき、量のところ、歩どまりを上げるというこ

とで、しっかり返していくという体制を築いて

いきたいと考えてございます。

○外山委員 とりあえず、１点だけいいですか。

この今関連の原木の安定供給に向けて、これ

熊本と大分にまで広げているというのは、県内

においては、さばけない、あるいは需要がない

ということなんですか。何か理由があるんでしょ

うか。
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○三重野みやざきスギ活用推進室長 こちらの

熊本県と大分県を入れた理由ということでござ

います。こちらにつきましては、今原木の流通

等非常に広域化しているということもございま

す。例えば、私ども、日向にある中国木材さん

につきましては、集荷範囲等非常に広うござい

まして、熊本あるいは大分といったところから、

あるいは、私ども宮崎県の県境のほうから逆に

熊本方面にも材が出ているといった実態面に即

しまして、こういった計画にしているところで

ございます。

いずれにいたしましても、国全体として、こ

ういった体質強化した地域をつくっていくこと

がこちらの事業の目的でございますので、しっ

かり事業効果が生まれるように計画を回してい

きたいと考えているところでございます。

○井上委員 先ほどの説明だと、宮崎、熊本、

大分で広域連携という言葉を使われましたよね。

林業関係で広域連携というのは、ちょっと余り

耳なれないんだけれど、どういう広域連携とい

うのを想定されているのですか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 まずはこ

ちらにつきましては、計画を３県で合同で立て

ようというところからの連携ということで考え

てございます。

○井上委員 どこがリーダーシップを発揮する

のか、ちょっとよくわからないけれども、どこ

なんですか。うちですか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 おっしゃ

るとおりでございまして、こちらの計画につき

ましては、やはり原木を取り扱う量、製材する

量につきましても、宮崎県は非常に量が多うご

ざいますので、私どもが主導した形で計画を策

定するということで考えてございます。

○井上委員 十分メリットがあると考えて、こ

のスキームができ上がってると理解していいで

すか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 県内に

とっても十分メリットがある形の計画というこ

とで考えてございます。

○井上委員 これについては県内の19事業体が

かかわっていくとなっているわけですが、その19

事業体に関していえば、そういうメリットが十

分感じられるという言い方はちょっとあれなん

ですけれど、そういうふうに理解していいとい

うことですよね。確認です。

○渡森林経営課長 委員のおっしゃるとおり

でございまして、実施主体としましては、県、

市町村、森林組合等がございますので、県外出

荷が補助対象になりますので、メリットがある

と考えております。

○井上委員 これは体質強化計画となっている

わけで、林業関係の体質を強化をしていくとい

うことなんでしょうけれど。皆さん方が想像さ

れている体質強化というのは、どういうものだ

と理解すればいいんですか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 こちらの

体質強化でございますが、林業木材産業全般、

木材が安定的に供給されて外のユーザー側の住

宅業界であるとか、そういったところに安定的

に物が流れるという仕組みをつくることは大事

と考えてございます。そういった体制がつくら

れるように川上から川下まで一体となって、安

定期に物が運び込めるということを通じて体質

を強化しようということで考えてございます。

今、正直言うと、ばらばらのところがございま

すので、そこをきちんとそろえることによりま

して、使う側にとってメリットがある産地になっ

ていこう、そういったことでお考えいただけれ

ばと思います。
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○井上委員 最後ですが、ことしから始めて30

年度までの３年間で、国際競争力のところまで

行くわけですから。宮崎、熊本、大分でそうい

う連携がきちんととれるような、そして国際力。

そこの競争のところまで行くというところは、

皆さん方ももちろんそうでしょうけれども、自

治体関係の協力体制もあると理解していいとい

うことですね。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 こちらの

計画につきましては、関係する熊本県、大分県

とも十分協議をしながら作成して行いますので、

共通の目的が達成されるようにしっかりとつ

くってまいりたいと思います。

○河野委員 ちょっと勉強させていただきたい

んですが、間伐材のルートが上と下２つありま

すよね。これを詳しく教えていただけますか。

○渡森林経営課長 間伐面積が、この事業に

よりまして約1,256ヘクタールほど実施できま

す。このうち約８万立方程度が間伐材として生

産されるということになりまして、そのうちの

大半が木材市場あるいは共販所に出荷されまし

て、そこから中核的な工場等へ原木として供給

されるという流れが大半でございます。

それともう一つは、間伐材、森林組合等が生

産しました間伐材を直接工場等に搬入するとい

いますか、出荷するという流れの２つがあると

いうことでございます。

○河野委員 割合的なことというのはつかまれ

てますか。

○渡森林経営課長 上の木材市場それから共

販所を通る分が約９割程度、直接搬入されるの

が１割程度かなと、これは推計でございますけ

れど、考えております。

○河野委員 黒木委員が先ほど心配されてたの

も、我々県北はちょっとやっぱり危惧する部分

があるのが、結局この工場が、県によってこう

いうふうな事業が進むということは、ある意味

お墨つきをもらったという感覚になって、中小

製材関係が、結局、苦しい状況になるんじゃな

いかなというのがどうしても拭えないんですけ

れど、そこら辺いかがでしょうか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 こちらの

事業につきましては、原木の安定供給対策を築

くという事業でございますので、まずは川上か

ら川下まで円滑に流れるという仕組みをつくる

といったことを目的としてございます。そうし

た効果というのは、繰り返しになりますが、こ

ちらの中核工場として指定しているところだけ

ではなくて、ほかの中小の工場とこれ以外の工

場にも効果が及ぶものと考えてございます。

○黒木委員 県内の製材所の数の推移がわかり

ましたら、教えていただきたいと思います。最

近、大型化してますから、小さい製材所はどう

いう状況なのかなと思いまして。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 全体で149

工場ございまして、そのうち大型と言われる工

場─大型は300キロワット以上という出力を

持っているところでございますが─こちら

が37工場ということになってございます。

○黒木委員 この小さい製材所がここ一、二年

で廃業したり、休業したりしたところはないん

でしょうか。把握されてないですか。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 申しわけ

ございません。推移のところは持ってございま

せんが、全国的なトレンドで申し上げますと、

今おっしゃられるとおり、中小の工場で既に廃

業しつつあるというところは、大型のところに

比べると割合は多いと考えてございます。

○下沖山村・木材振興課長 先ほどスギ室長の

ほうが直近を説明しましたけれど、工場数とし



- 11 -

平成28年６月16日(木)

ましては、26年が149工場で、前年の25年度が150

工場ということで、１工場の減で、その前年の24

年は155工場ということで、５工場ほど減です。

年々少なくなってきておりますけれども、１工

場当たりの規模としましては、かなり大型化し

てきておりまして、出力数については上がって

きているような状況でございます。

○黒木委員 この林業事業体ですけれども、県

内の19事業体が対象となります。県内にはどれ

ぐらいの事業体と呼ばれるものがあるのか。そ

してこの19事業体が対象となったのは、希望し

たところなんでしょうか。どういう選定方法を

されたのか、お伺いしたいと思います。

○下沖山村・木材振興課長 資料を探しており

ますので、後ほど答えさせていただきます。

○山下委員 この６ページ、７ページの事業な

んですけれども、先ほど課長のほうから、対象

面積が1,256ヘクタールという説明でしたよね。

出される木材が８万立方。僕はこれを立米9,000

円だということを言われたんで、計算してみた

ら約７億2,000万の売り上げだろうと思うんです

よ。これに対して、補助金投入が４億4,000万で

しょう。実質２億8,000万というのが、僕は出て

くる金かなと。補助金を投入して、売り上げた

材を出して、売り上げというのが。皆さん方は、

これだけ財政投資をして、そして２億8,000万の

収支差が出たのが、経済効果として評価される

わけですか。それをお聞かせください。

○渡森林経営課長 投入されましてその４

億4,000万の事業をやるわけですが、これは森林

所有者、要するに林業事業体の経費として使わ

れると。プラス売上高も出るということで、経

済効果はあると思っております。

○山下委員 これが実質経済効果という評価の

仕方でいいんですよね。差額が。それはそれで

評価したいと思うんですが。やっぱり山床にど

れだけ返るかということを、皆さん方が試算出

して、ちゃんと実施してくれる事業体とか、そ

ういうものを僕らにも言ってくれないと、やっ

ぱり一番心配するのは、山の再生をしようと思っ

たら、山に魅力を出さないといけないわけです

から、山床にどれだけ経済効果が出るかという

こと。これを一部の製材業者だけがもうかって、

一事業所だけがもうかって、それだけでは幾ら

投資しても山床に元気が出ないと思うんだけれ

ど。そこら辺を事業化してほしいと思うんだけ

れど、いかがでしょうか。

○渡森林経営課長 委員おっしゃるとおりで

ございます。この事業は、ヘクタール当たり35

万円の補助金を支援するというものでございま

して、これはほとんど全額補助という形になっ

ておりまして、山元の支援ということで考えて

おります。

○山下委員 ちょっとはっきりさせて。１反部

当たり３万5,000円ですよね。これは山の持ち主

に、その間伐申請したら、そのまま行くわけ。

この補助金は事業体に行くんじゃないの。

○渡森林経営課長 森林所有者等から委託を

受けました森林組合等の林業事業体に間伐経費

として支援されるということでございます。

○山下委員 さっき山床に行くというから。だ

から山の持ち主には全く行かないですよね。そ

の差額が出るの。

○渡森林経営課長 森林所有者が間伐すると

経費がかかりますけれども、この事業体に委託

しまして作業するということで、その分、森林

所有者の持ち出しというのはないということで

ございまして、また売り上げにつきましては、

森林所有者の収入という形になります。

○山下委員 明確にそこ辺をして、山床に返る
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ようにしてください。

○下沖山村・木材振興課長 先ほど黒木委員か

ら御質問にありました林業経営体の数でござい

ますけれども、県内、農業センサス2010年によ

りますと、受託や買い取りによる素材生産を行っ

た経営体が224ありまして、そのうち法人化して

いる経営体は195あります。県で認定しておりま

す認定林業事業体は現在125で、平成32年度まで

に150にするということを目標に今現在、認定作

業等努めているところでございます。

○黒木委員 19事業体は、19事業体から申し出

があったのか、どういう選定方法かを。

○渡森林経営課長 これは体質強化計画に参

画するという申し出があった事業体でございま

す。

先ほど黒木委員のほうから質問がありました、

主伐材と間伐材の割合についてでございますけ

れども、推計ではございますけれど、主伐材が

８割、間伐材が２割ということでございます。

○島田副委員長 工場に材が集まらないから直

納するよというのはわかるんですよ。素材業と

加工場の強化をしていけば、山床に返るという

ことはわかるんですが。このヘクタール35万の

中で間伐をして搬出しますよね。市場に持って

いくと市場手数料が入るから、直納のほうがい

いんでしょうけれども。でも、県北、県央、県

南に割り振らないと、この指定された工場まで

運ぶコストです。一番問題になってくるのは、

運送会社のほうにも返るようなシステムをやら

ないと、なかなかそこがうまくかみ合わないん

ですよね、現状が。

例えば、串間から都城に持っていく１時間半

のコストです。帰るまですると３時間かかるん

ですよ。それを日南の市場に持っていって、市

場からこの工場に持っていく部分については、

我々は関係ないんですけれど。でも、加工場と

しては、やっぱり直納してもらいたいわけじゃ

ないですか。決まった量を持ってきてもらいた

いというのがあるわけですから、そこはこれか

らの課題でしょうけれど。運送業者もこの中に

も入れて、直納型がいいんであったら直納型に

持っていくようなシステムにすれば、やっぱり

工場は県北、県央、県南に指定しないと、距離

の長いところから持っていくことはできないわ

けですから、やっぱそこも検討してもらいたい

と思いますね。

それとヘクタール35万の中で、例えば森林組

合が請け負って搬出するんですが、これだけじゃ

なくて、いろんな加速化事業等も組んで、搬出

量もつくるし、条件整備が出てくるから、木材

は全部全て林家に返るようなシステムになるん

ですよね。そこをもう少し連結した事業の中に

組み入れてもらって、この仕事がうまく回るよ

うにしてもらえればいいと思いますけれど、そ

れが今後対策できるかできないかですよ。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 今議員か

らお話のありました、まず製材工場の送り先の

話でございますが、こちらの計画は、全体とし

て生産量をしっかり上げていこうといったとこ

ろがポイントになってございます。そちらに関

しまして一応県内バランスを考えて、こちらの

県北のところと県南の工場といったところの配

置にしたところでございます。

あと直送と市場の関係につきましては、それ

ぞれニーズがございますんで、こちらについて

市場経由のものもございますし直送といった形

もございます。それで、市場は市場なりの機能

もございますので、それらがきちんと機能的に

回るように、しっかり回していきたいと考えて

ございます。
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○島田副委員長 加工場は近代化システムの中

でかなり量を引くようになってきているんです

けれど、問題は、山床の素材業や森林組合の後

継者がいないわけだから、この山床から供給す

る部分が少なくなってくると思うんですよ。加

工場は直納型でこういうシステムをつくるんで

しょうけれど、維持しなければならないから。

逆に消費する側として、こういうふうにシステ

ムを組んでるわけでしょうから。でもやっぱり

山床側のほうにも利便性が出るようにならない

と、余りにもこの都城と中国木材というと、我

々串間だから、格差があるなと思うんですよ。

そこは今後考えてもらいたいなと。市場に持っ

ていくのはみんな一緒じゃないですか。市場手

数料が要るわけだから、やっぱり下がるわけで

しょう。だからここをもう少し考えてもらいた

い。加工場を指定するのが３工場じゃなくて、

もう少しふやしてもらいたい。

○那須環境森林部次長（技術担当） 委員のおっ

しゃるとおり、工場の地域差というのは確かに

ございますし、この事業は間伐を促進しようと

いうことで体質強化を図ろうと仕組んだ事業で

ございますので、ただいま県北と県西のほうに

工場をこしらえておりますけれども、県南につ

いてもそういうことは必要だと考えております

ので、今後やりながら改善していきたいと思い

ます。

それと、あと山元への還元ということにつき

ましては、造林の補助事業は全てそうなんです

けれども、直接所有者の方に補助金を出すとい

う形ではございませんで、事業体を通じて、そ

の事業体の搬出経費等の補助で所有者に還元す

るという形で行っております。

そういうことで木材価格につきましても、県

内で大型工場とかバイオマス工場が出てきまし

て需要が伸びておりますことから、昨年、一昨

年は１万円ちょっとのベースで推移をしており

ます。山元に聞きますと、やはり１万2,000円ぐ

らいは平均価格で欲しいということですので、

さまざまな整理、今おっしゃいました意見も踏

まえて、山元に返るように努力をしてまいりた

いと考えております。

○山下委員 この流れを見とって、私が心配す

るのは、木材を市場なりに出して、確実にこの

製材工場に行って、合板ないしそういうものに

できるチェック体制はちゃんとしているんです

か。例えばバイオ発電にいくとか、安易な使い

方。そこのチェック機能というのはぴしゃっと

できるんですか。できるようにお願いします。

○那須環境森林部次長（技術担当） バイオマ

スの搬入につきましては協定というのを組んで、

林地残材ということを基本としておりますけれ

ども、やはり一部はＣ材の使わないところも入っ

ているんじゃないかというところはございます

んで、毎月業者への聞き取り調査、チェックを

して、適正に流れていくようにという努力はし

ております。

○島田副委員長 さっきの件なんですが、今森

林組合は事業体どまりの補助金ですよね。例え

ば森林組合が、組合の山を間伐するというとき

には見積書を出すわけですよ。見積書の中に圧

縮しなければならないコスト低減です。いわゆ

るコスト低減の中で、やっぱり搬出の条件とい

うのが伴って、組合の中でその部分がなかなか

できないんですよ。だから売り上げる価格とい

うのは、9,000円から逆算式で山床に返すお金を

出すわけですから。その部分を造林だったら、

立地条件が違うところで補助金の格差が出てく

るんですが、これ一律ですよ。そういう中で山

床に返すとなると、やっぱりそこの運賃とか、
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遠くまで持っていく距離の検討ですよ。我々が

見積もる中で、例えば近いところは9,000円の中

で5,000円を戻すものもあれば6,000円しか戻せ

ないという部分もあるし、また、あるいは3,000

円しか返せないというのも出てくるわけですよ。

ここもやっぱりコスト低減というところを検討

するべきじゃないかなと思いますね。

○那須環境森林部次長（技術担当） 木材は市

場価格で決まりますので、定額方式だと、やっ

ぱりそういうコストを縮減するという仕組みが

ついてまいりますので、その辺についても制度、

補助金の流れ等々条件も変わりますので、今後

深く研究してまいりたいと考えております。

○三重野みやざきスギ活用推進室長 先ほど山

下議員のほうから、こちらの体質強化計画の関

係でバイオマスにいかないかという御心配がご

ざいました。こちらの計画につきましては、出

し元と受け手のところできちんと協定を結びま

して、きちんとこちらの製材合板といったとこ

ろに流れるようにしてございます。ですので、

こちらからバイオマスには流れないということ

でお考えいただければと思います。

○井上委員 大径材のことでお尋ねしたいんで

すけれど、我が県も含めて参加12研究施設によ

るコンソーシアムを設立してというふうになっ

ているわけですけれど、この５年間でこの大径

材についての成果というものが、ある程度の方

向性みたいなのは出ると理解していいんでしょ

うか。先ほどあった50年後の強度を見るとかっ

ていうの、どこに立てられて、それをずっと見

続けていくのかがわからないんですけれど。こ

の５年間は、ぜひ研究してもらいたいんですけ

れど、どういうあれなんでしょう。

○小田木材利用技術センター所長 50年後の強

度が云々かんぬんという話ですけれども、これ

が建築基準法の中で短期的な場合、それから長

期的な場合というふうに基準の強度というのが

定められております。住宅の場合は当然、長期

の強度を重要視しますので、50年後の強度を推

定するというのが出てくるということです。こ

れは当然、木材に限らず、ほかの建築資材に対

しても同様のことを調査研究するということで

す。

それから大径材の研究については、各県、森

林総研も当然やっておりますし、木材利用セン

ターとしてもやっているわけですけれども、こ

れが森林総合研究所が５年間という期限を切っ

て集中的にやろうということで、この研究の仕

組みがつくられたということです。

この事業の中で丸太のいろんな評価をすると

か、あるいは、その木取りをどういうふうにす

るとか、それから製材あるいは乾燥の技術につ

いて、将来的な技術も含めて総合的に研究して、

その結果をもってスギ材の利用というのが、５

年後ぐらいにはある程度の青写真といいますか、

こういう大体の仕組みが築かれることを目標に

して、研究を進めていくとしているわけです。

○井上委員 逆にいえば５年間、大径材という

のは、構造材として使うのにも待たざるを得な

いというふうに理解したほうがいいんですか。

それとも、並行的にもやれると理解していいん

ですか、どっちなんですか。

○小田木材利用技術センター所長 現在の技術

でも大径材を構造材として使うことはできます。

ただ、外材との勝負ということもありますので、

より一層コスト低減しないといけない。効率的

に精査しないといけないということがあります

ので、新しい技術を開発しようというのがこの

仕組みということです。

○井上委員 部長にお聞きしたいんですが、今
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回の補助公共等交付金の事業の内示は、環境森

林部も80.2％という状況になったんですが、内

示があった部分についてはもちろん有効に活用

しないといけないんですけれど、今ぐらいの時

期の80というのは普通だと理解していいんで

しょうか。

○大西環境森林課長 今の内示の状況なんです

けれども、おっしゃるように今年度が５月31日

現在で、当初予算比について80.2％、昨年度27

年度が90.4％でございました。さらに26年度同

時期が77.1％。この３年間で見ると、このよう

な状況になっております。

○大坪環境森林部長 そういう実態を踏まえま

して、要はこの内示差を何とか埋めていきたい。

そのための努力をしていきたいと思っておりま

す。

昨年もそうだったんですが、補正予算での追

加ですとか、さらには、全国枠の中で、年末に

なってきますと各県の不用額等も出てまいりま

すんで、そういったものをできるだけ宮崎県に

回していただく。そういう働きかけを昨年も実

施しましたので、本年度に関しましても積極的

に継続的に要望活動を続けていって、本県での

所要額というのをしっかり訴え続けながら、で

きるだけの額の確保というのを進めていきたい

と思います。

○井上委員 うちは森林県であると同時に、森

林の課題のことについてはリーダー県だと思う

んですよね。うちの内示額がこの状況でずっと

続くとなると、森林に関する国の財政の出し方

というのが、ちょっとおかしいのではないかな

と思うところも。

ただ、事業として組み立てた分が、国が考え

ているものと合致しないのか。それとも、私た

ち側のほうが、山に対する考え方とか、森林に

関する、木材に関する問題点も含めてですけれ

ども、何かちょっと違いが出てきていると理解

したらいいのか。満額とは言わないけれども、

この内示の状況がもっときちんと上がってくる

というのが大事なんじゃないでしょうかね。

今度の議会のときにも、島田副委員長なんか

が水産業の問題とか取り上げていただきました

が、やっぱりそういうこととかをいろいろ考え

ると、山の問題というのは絶対見逃せない問題

になると思うんですよね。国が組み立てている

ものと合致できないものが、何かうちの県のほ

うであるんですかね。

○大坪環境森林部長 先月ですけれども、国へ

の提案要望で林野庁をずっと長官以下回ってま

いりました。特に本県の場合には、まさしく全

国のトップを切って、主伐、ほとんどの収穫の

時期に入っているわけでして、問題はそこから

先。今後さらに再造林をしっかりと進めていっ

て、この循環型林業というものが確立できるか

どうかというのが非常に大きな課題だと思いま

す。そのことは強く林野庁のほうにも訴えてま

いりました。ある意味、国のトップを切って先

導的な位置にあるわけですから、それが十分に

予算がつくというのは難しいかもしれませんけ

れども、宮崎で成功しなかったら、全国の林業

はだめなんだと、そういう訴え方もしましたし、

そこは林野庁も十分理解をしてくれていると思

いました。

ですから、今後、制度事業をいろいろ仕組む

中で、国のほうともそこ辺の内容的・技術的な

ことも十分すり合わせをしながら、できるだけ

理解を求めていきたいと思っております。直近

では、来月の７月４日の日に農水省のはまゆう

会という会がございまして、宮崎県ゆかりの農

水省の官僚の方との懇談会が予定されておりま
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す。農政水産部と環境森林部幹部職員ができる

だけ行って、そういったことも本音で話をしな

がら、できるだけ本県林業への理解というのを

深めていきたいと思います。

○井上委員 農政の67.3％というのは、しよう

がないというよりも、いろいろあると思うんで

す。いろいろ農政に対する考え方も、いろんな

意味で、第２次、第３次みたいなことが考えら

れると思うんだけれども。この林業に関してい

えば、やっぱり最初にがつんと予算がつくこと

はすごく大事だと思うんですよね。この７月４

日もぜひ訴えていただいて、そして林業が持つ

社会的な意味っていうのと同時に、地域の活性

化のため地方創生の一つの大きな柱としても、

予算獲得というのは、ある意味、日本の国はどっ

ちの方向に向かっていくのかとか、どういうこ

とを環境の問題についても考えているのかとい

うメッセージでもあるわけだから、そこがきち

んと表に出るような状況にしていただきたい。

だから、他県が何％であろうと、あんまり関係

ない状態だと思うんですね。宮崎の内示額が何

％かというのは大きいと思うんですよ。だから、

うちはリーダー県だということを絶対忘れるこ

となく、提案をきちんとしたものに仕上げていっ

ていただけるといい。きょうも、山床にちゃん

と金返さんとだめやないかみたいな話が出るぐ

らい、人材の育成と、それから山を守っている

人たちは誰なのかということが、明確に皆さん

の中の意見としては出てきているわけだから、

そこをきちんとさせないと。数字だけ追うわけ

ではないけれども、やっぱり我が県の環境森林

部の予算の獲得の仕方、内示のあり方というの

は大きいのではないかと思う。改めて部長に。

○大坪環境森林部長 委員がおっしゃったこと

は、実は林業基本法にまさしくそんなことが書

いてあるんですね。林業基本法の改正がされた

ときの、そのときの農水大臣の言葉がすごく象

徴的なんですが、「山は国土の礎だ」というふう

な表現をされました。ですから特に宮崎県、県

土の76％が山林ですので、ここをしっかりと守

らなければ、そしてそこに住む人々の生活がしっ

かり支えられなければ、当然県土は守れないし、

豊かにもならないわけでありまして、そういう

ことを十分踏まえながら、我々も頑張りますけ

れど─先般は、林活議連のほうでも林野庁と

か国交省を回っていただきましたので、その林

活議連の先生方、さらにはその団体等とも十分

連携しながら、しっかりと頑張っていきたいと

思います。

○右松委員長 総括的な意味合いが大きかった

ですけれど、内示差を縮めていただくためにも、

引き続き国への要望活動をお願いいたします。

質問等は、ほかにありませんでしょうか。

○黒木委員 森林整備加速化・林業再生事業に

ついてですけれども、基金でこのメニューにあ

るものはやりなさいということであって、そし

て基金は28年度に使いなさいということ、残っ

たら戻しなさいということだと思うんですけれ

ども。この残っていた11億ぐらいの基金は、県

としてはどのように有効活用すると考えていた

のか。そして、その影響が特にあるのかどうか

をお伺いしたいと思います。

○下沖山村・木材振興課長 これまで、この基

金事業は、先ほど説明しましたように184億円を

国からいただきまして、順次使ってきたわけで

ございますけれども、国の基金が廃止されまし

て交付金化されたときに、残額が11億残ってた

ということで、この基金の使い道について、国

からの方針がまだ示されておりませんでしたの

で、これについては全部使い切るということで
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しておったんですけれども、今回この新しい国

から方針が示されましたので、この11億につい

ては全部使い切るということでございます。

それから影響ということでございますけれど

も、加速化事業が、補正予算でございましたけ

れども、今度、通常予算のほうで森林整備・林

業等振興施設整備交付金というのがあります。

それから先ほど言いましたように、合板・製材

生産性強化総合対策事業もできましたので、こ

ちらのほうで事業を実施していくということで

考えております。同じぐらいの規模の予算は、

今後、国のほうに強く要望してまいりたいと考

えているところでございます。

○黒木委員 この加速化事業は補正予算ですけ

れども、これの見通しといいますか、そういっ

たものはどのようにお考えでしょうか。

○下沖山村・木材振興課長 見通しといいます

か、この加速化基金の11億については全て使い

切るということでございます。このほかにも、

加速化基金はまだ全部なくなるわけではござい

ませんで、この部分についても残りの部分がま

だありますので、来年度以降、有効に使ってい

きたいと考えております。

○黒木委員 この事業が安定的に継続的に続く

ようにと、先ほど部長が言いました林活議連で

この前行ってきたんですけれども、長官のほう

も補正が非常に重要となってくると、必要なと

きには飛んできて応援してくれという話であり

ましたし、みんなで一緒になってやっぱり予算

獲得に動かんと、なかなか厳しいなというよう

な気がしましたので、一緒になって取り組んで

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。

○右松委員長 補正予算に係る事業で、ほかに

ないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、次に報告事項に関す

る説明を求めます。

○大西環境森林課長 それでは、常任委員会資

料の８ページをごらんいただきたいと思います。

報告事項の１、平成27年度宮崎県繰越明許費

繰越計算書について、御説明をさせていただき

ます。

この表につきましては、平成28年６月定例県

議会提出報告書のほうに記載されております繰

越計算書のうち環境森林部所管の関係事業をま

とめたものであります。

このたび平成27年度の議会におきまして御承

認をいただきました繰越事業について、その繰

越額が確定いたしましたので、御報告を行うも

のであります。

表の上のほうからでありますが、自然環境課

所管の森林病害虫等防除事業など６事業、それ

から森林経営課所管の森林整備事業など８事業、

最後に、山村・木材振興課所管の２つの事業、

これらを合わせまして、一番下の合計の欄にな

りますが、16事業140カ所、繰越額39億6,564

万5,000円となったところでございます。

繰越理由としましては、表の右にありますよ

うに、国の補正予算の関係等により工期が不足

することや工法の検討等に日時を要したことな

どによるものであります。

説明は以上でございます。

○下沖山村・木材振興課長 損害賠償を定めた

ことにつきまして御報告いたします。

平成28年６月定例県議会提出報告書の４ペー

ジをお開きください。

下から３つ目、平成27年11月19日、宮崎市橘

通東３丁目の福井石油セントラルサービスステ

ーションでの県有車両による物損事故について
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であります。

この事案は、記載にあるガソリンスタンドに

おきまして、職員が、公用車へのガソリン注入

が終わる音を聞いて、店員もレジのほうに向か

いましたので、給油が終了したものと認識しま

して、公用車を移動させたところ、まだ給油ノ

ズルが車に差し込まれたままであったため、給

油ホースの接続金具等を破損させたものであり

ます。

損害賠償額は５万5,296円であり、全額、保険

により支払われております。

日ごろから事故防止につきまして指導してい

るところでありますが、今後とも、繰り返し注

意を喚起してまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

○右松委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは次に、その他報告事項

に関する説明を求めます。

○大西環境森林課長 それでは、委員会資料の

９ページをお願いいたします。

平成28年熊本地震に伴う被害状況と支援状況

等についての御報告でございます。

まず、（１）の被害状況であります。

林地、林道施設、特用林産施設の被害状況で

ありますが、この表の一番下の合計にあります

とおり、４市町村10カ所で被害額２億2,516

万9,000円となっております。その内訳といたし

ましては、表の上からになりますけれども、林

地被害が五ヶ瀬町で１カ所、被害の形態は山腹

崩壊であります。人的、建物被害は出ておりま

せんが、これに伴い林道大石越線が通行どめと

なっております。

この災害復旧につきましては、国に災害関連

緊急治山事業による国庫補助を申請しておりま

して、この６月中にヒアリングが予定されてお

ります。

また、林道施設被害が椎葉村、高千穂町、そ

れと五ヶ瀬町で合わせて８カ所となっておりま

す。被害の形態は、林道の法面や路肩の崩壊な

どでありますが、先ほど申し上げました大石越

線以外は、いずれも通行可能であります。

林道施設については、国の災害査定が、７月19

日から22日まで実施される予定であります。

特用林産施設被害は、日向市のＪＡ宮崎経済

連椎茸流通センターの１カ所で空調施設に被害

がありましたが、事業主体におきまして、７月

中旬ごろに復旧予定であります。

次に、右のページになります。（２）の熊本県

への支援状況等についてであります。

①の災害廃棄物処理につきましては、発災直

後に市町村との調整など可能な協力をする旨連

絡をいたしております。また、これまで県内６

つの市が独自に被災市町村と調整をし、ごみ収

集車と職員を派遣しております。

②の仮設住宅の基礎用杭丸太等につきまして

は、熊本県からの要請に基づきまして、供給工

場等の情報提供を行っております。また、県内

企業が開発した木造応急仮設住宅についても、

仕様等の情報を提供しております。

いずれも、熊本県や国に対して情報提供を行っ

ておりますが、今後の対応としましては、それ

ぞれイにございますように、熊本県から支援要

請があった場合は、できる限りの支援を行うと

いうことにいたしております。

説明は以上であります。

○川井田環境管理課長 委員会資料の11ページ

をごらんください。

平成27年度大気、水質等の測定結果について
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御説明いたします。

（１）目的は、県民の健康を保護し、生活環

境を保全するために、関係法令に基づき、県内

の汚染状況を監視したものです。

まず、（２）大気の測定結果のア 大気汚染常

時監視です。

表の１をごらんください。環境基準が定めら

れている二酸化硫黄など６項目について想定し

ました。その結果、二酸化硫黄、浮遊粒子状物

質及び微小粒子状物質ＰＭ2.5は一部の測定局

で、また、光化学オキシダントは全ての測定局

で、１時間値や１日平均値などが数回超過する

などをしたために、環境基準を未達成になりま

したが、注意報等の発令基準には該当はしませ

んでした。

12ページの図の１から４をごらんください。

いずれも年平均値は、環境基準の値を下回っ

ており、横ばい傾向にありますが、図３のＰＭ2.5

につきましては、穏やかな低下傾向が見られて

おります。

次に、イ 有害大気汚染物質モニタリング調

査でございます。ベンゼンなど４項目について、

全ての測定地点で環境基準を達成いたしました。

ウの今後の取組でございますが、今後も監視

指導を継続いたしますが、ＰＭ2.5等は大陸から

の越境汚染も考えられていますので、国に対し

て国際的な取り組みを要望していきます。

13ページをごらんください。

（３）水質の測定結果のア 公共用水域です。

表２のとおり、生活環境項目のＢＯＤ、ＣＯＤ

とも全ての水域で環境基準を達成していました。

下の図５をごらんください。これは、河川と

海域の環境基準の達成状況を示したもので、本

県は平成11年度以降、達成率がほぼ100％で推移

し、全国に比べて高い達成率となっております。

健康項目では、土呂久川２地点のヒ素など、

一部の地点で環境基準を未達成でした。

14ページをごらんください。

上の図６は、岩戸川水系の過去５年間のヒ素

の測定結果です。図の真ん中上の土呂久川の２

カ所に丸印で表示しております東岸寺用水取水

点と岩川用水取水点のこの２カ所で環境基準を

超過し、近年は同レベルの値が続いております

が、下の図７にありますように、測定を開始し

た昭和47年のころからしますと減少傾向にあり

ます。

この主な原因を申し上げますと、その地点の

上流部にあります土呂久鉱山の大切抗からヒ素

を含んだ廃水が出ているためで、これまで坑道

のコンクリート吹きつけ工事等を行ってまいり

ましたが、今後、坑道内にバイパスをつくり、

汚染されていない地下水を通す工事が開始され

ると聞いております。完成しますと、環境基準

内の水質になるものと考えます。

15ページをごらんください。

次に地下水ですが、概況調査では、表３のと

おり、１地点の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素が環境基準を未達成でした。

また、継続監視調査では、20地点の井戸でヒ

素等が環境基準を未達成でありましたが、いず

れも、これまでとは大きな変動は見られません

でした。

ウ 今後の取組ですが、公共用水域や地下水

の常時監視はもとより、発生源に対する監視指

導を行うとともに、浄化槽の設置や維持管理の

徹底など生活排水対策を継続してまいります。

16ページをごらんください。

（４）ダイオキシン類の測定結果です。

表の４をごらんください。まず、常時監視で

は、全ての測定地点で環境基準を達成しました。
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次に、発生源自主検査及び発生源立入検査で

は、廃棄物焼却炉の数施設で排出ガスやばいじ

んが基準を超過していましたが、指導の結果、

改善を確認しました。

今後の取り組みですが、主な発生源である廃

棄物焼却炉等に対する維持管理の徹底指導等を

継続してまいります。

引き続き、28年度の海水浴場の水質検査の結

果について御説明いたします。

17ページをごらんください。

（１）目的は、海開きの前に海水浴場の水質

の現状を把握し、県民等の利用に資するもので

ございます。

（４）調査項目は、海水浴場の水質判定基準

項目として、ふん便性大腸菌群数、油膜などの

有無など４項目を測定いたしました。

（５）調査対象海水浴場は、18ページの図の

１にお示ししております14の海水浴場でござい

ます。

（６）の調査結果でございますが、アのとお

り、全ての海水浴場の水質は適と判定され、そ

の内訳は、11カ所が水質ＡＡ、３カ所が水質Ａ

となっております。参考として、海水浴場判定

基準をお示ししておりますが、水質ＡＡと水質

Ａの違いは、ふん便性大腸菌が不検出であるか、

２個から100個以内にあるかであります。

18ページの表の１に結果を記載しております

が、ふん便性大腸菌群数は、熊野江で２個、高

鍋及び大堂津で５個となっておりまして、水質

Ａに区分されたとはいえ、水質ＡＡに非常に近

い水質であると考えております。

説明は以上です。

○廣津自然環境課長 資料の19ページをお開き

ください。

松くい虫等による被害の状況と対策について

御説明いたします。

まず、（１）の松くい虫でございますが、①の

被害状況につきましては、松くい虫の被害量、

棒グラフにありますとおり、近年3,000立方程度

で横ばいの状態でありましたが、26年度以降増

加傾向に転じておりまして、27年度の被害量は

イの表にありますとおり、前年度の約1.3倍

の4,985立方となっております。

空港から清武川にかけての一帯、一ツ葉海岸

などで多くの被害が見られておりまして、宮崎

市では、前年度比約1.8倍の3,323立方となって

おります。

次に、②の被害木の処理状況であります。海

岸林などにおきまして、27年度に発生しました

被害木につきましては、５月下旬までに伐倒し

まして、木質バイオマス発電所での焼却等の処

分を完了したところです。

次に、③の今年度の取組についてであります。

まず、予防対策としましては、（ア）の薬剤散布

と（イ）の樹幹注入の２つの方法がありまして、

薬剤散布につきましては、羽化したカミキリが

飛び出してくるのにあわせまして、防除適期で

あります５月から６月にかけて実施しておりま

す。

ぽつの１つ目にあります最も効果的・効率的

なヘリコプターによる空中散布を基本にしまし

て、人家とか田畑などが近くにあることなどに

よりましてヘリによる散布が難しい場所におき

ましては、地上から動力噴霧器などによる散布

を行っているところであります。

この地上散布の区域での新たな取り組みとし

まして、３つ目のぽつにありますように、樹高

が高くなりましてきめ細かな対応が必要な場所

につきましては、無人ヘリによる散布も実施し

ているところであります。さらに薬剤散布自体
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が困難な場所では、幹に直接薬剤を注入する

（イ）の樹幹注入を実施することにしておりま

す。

次に、20ページのイの被害木対策であります

が、今年度新たな被害が発生した場合には、適

時に漏れのないよう伐倒駆除を行ってまいりま

す。

また、新たな取り組みとしまして、感染源の

一つになっていたと思われます、民家等にあり

ます被害木の駆除も行うことにしているところ

でございます。

次に、ウの被害跡地対策でございますが、海

岸林としての機能を早急に回復させるため、

（ア）にありますように、国庫補助事業を活用

しまして、写真にもあります防風垣の設置や抵

抗性松などの植栽を行うほか、今年度からの取

り組みとしまして、（イ）にありますとおり、地

域住民等によるボランティアの力もお借りしな

がら、広葉樹植栽も組み合わせて、早期に復旧

できるよう努めてまいりたいと考えております。

エのその他でありますが、海岸松林につきま

してはさまざまな管理主体がございまして、対

策漏れがないよう連携した取り組みが必要であ

りますので、引き続き緊急対策プロジェクトチ

ームや関係者と連携しまして、一体的な防除を

進めてまいりたいと考えております。

次に、（２）のその他の害虫についてでござい

ます。

まず、①のブナハバチにつきましては、５月

末に大量発生の報道等がありまして、６月上旬

には林業技術センター等が現地調査を実施して

いるところでございます。多くのブナで葉っぱ

がなくなっていたということでありますが、こ

の葉自体は８月ごろには再生されるということ

でありますので、被害の推移を見守りながら、

森林管理署などと情報の共有を図ってまいりた

いと考えております。

次に、②のツマアカスズメバチであります。

（ア）にありますとおり、中国などが原産の特

定外来生物でありまして、韓国や長崎県の対馬

などで定着が確認されております。

環境省が釜山港と行き来のあります九州内の

港で調査をしていましたところ、油津港におい

て女王バチ１個体が捕獲されたところでありま

す。このためトラップをふやしまして環境省に

おいて調査いたしましたところ、新たな捕獲は

なかったということでございます。

この蜂は繁殖力が強くて、ミツバチなどを捕

食しますことから、県庁ホームページや文書に

より関係者への注意喚起を行ったところであり

まして、引き続き環境省と連携しながら情報収

集に努めてまいりたいと考えております。

説明は以上であります。

○右松委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他報告事項についての質疑はありますで

しょうか。

○図師委員 13、14の水質の測定結果の説明を

もうちょっと詳しく聞かせていただきたいんで

すが、特にこの岩戸川水系の測定の結果が、環

境基準値を超えているところが２つほどあるん

ですが、この対応策として何かコンクリート打

設をするというような説明があったかと思うん

ですが、内容をもう少し詳しく聞かせていただ

いてよろしいでしょうか。

○川井田環境管理課長 この事業は、休廃止鉱

山鉱害防止工事事業として、平成18年から取り

組まれている事業でございます。これは、崩れ

ないようにするために、坑道内にコンクリート

の吹きつけをする工事がずっとやられておりま
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した。今聞いたところによりますと、350メート

ルの地点まで吹きつけが終わっております。そ

の中に一つの大きなパイプを通して、できる限

りヒ素の層と接触しないようにパイプを通して

おります。それが先ほど申しました、350メート

ル地点まで来ているんですが、抜本的な対策を

するために、そこから先、迂回路を通すための

バイパスのトンネルをまた掘るということを聞

いております。これが今後10年間ぐらいの工事

になろうかと聞いておりますんで、その工事が

完成しますと、ヒ素に触れてない地下水が流れ

るということになりまして、今まで以上に低減

されて、基準値であります0.01未満になろうと

考えております。

○図師委員 今の説明でよくわかったんですが、

まだこの工事が完成するには10年近くかかると

いうことで、それまではやはりこの基準値をク

リアすることはなく、この現状が続くというよ

うな理解でよろしいんでしょうか。

○川井田環境管理課長 今の抜本的な対策がと

られるまでは、このままの状態で推移するので

はないかと思っております。

○図師委員 くれぐれもその間、その間に限ら

ずですが、周辺住民の方々に人体的な影響がな

いというそういう調査もされていくわけでしょ

うけれども、一年でも早く前倒しして、この工

事が終わることを希望いたしますが。これは県

単独というわけにもいかないんでしょうが、少

しでも早く工期が短くなりますように努力して

いただければと思いますが。

○川井田環境管理課長 実はこの工事は、うち

の課が所管しているのではございませんで、国

が４分の３、そして県が８分の１、町が８分の

１。県は産業支援課が担当になっておりまして、

ほぼ国が直轄的に高千穂町の役場と一緒になっ

て工事をしているということでございます。

○黒木委員 熊本地震に関する報告があったん

ですけれども、宮崎県は大型林業機械がかなり

全国的にもトップクラスで導入されているんで

すけれど、素材生産業者関係に聞いてみますと、

ああいう災害があったときに機械が有効に活用

できる部分もあるのではないかということを聞

くんですが、現状、そういう応援で行った事実

はあるんでしょうか。

○下沖山村・木材振興課長 以前、東北大震災

のときに素材生産業者が瓦れきの撤去というこ

とで希望して行こうとしたことがあるんですが、

丁寧にもう足りているということで要請の支援

はなかったということなんですけれども。今回

もそういう機会があれば、熊本県のほうにも、

そういう必要がないかどうかというのを問い合

わせてみたいと考えております。

○黒木委員 補助金で導入したんだから、こう

いうときに応援したいという気持ちが物すごく

あるもんですから、協定というような大げさじゃ

なくてもいいですけれど、やっぱりそういった

ものでも取り交わしておいて、いざ有事のとき

に。これからどういう災害が起こるかわかりま

せんけれども、そういった機械類も、建設業関

係の機械とはまた別の機械で有効に活用できる

のではないかなと思うもんですから。そういっ

た体制も事前につくっていくのも必要じゃない

かなというような気がします。そういう意欲が

物すごくあるもんですから。

○右松委員長 ほかにないでしょうか。よろし

いでしょうか。

その他何かありますでしょうか。

○井上委員 ２点ちょっとお聞かせいただきた

いんですけれど、きのう、私ども、林活議連で

いろいろお話をしてたんですけれど、いよいよ
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オリンピックで、いろんな意味で木材の振興と

いうか活用していただくということについての

いろいろな議論をしていたわけです。

ぜひ我が県の木材を使っていただくというこ

とについての要望というか、オリンピックのい

ろんなほかの誘致のこととか含めてほかのこと

については要望が国のほうに出されているとい

うのは知っているわけですが、木材の活用のこ

とについて、ぜひそれの要望を具体的に出して

いただきたいと思っているところですけれども、

それについては今現在どのような状況でしょう

か。

○大坪環境森林部長 昨年の12月に新国立競技

場の基本設計Ａ案ということで決定をしました。

木と緑をふんだんに使う設計ということでござ

いましたので、早速、環境森林部では、この中

の冊子を作成をしました。宮崎県における2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

協力体制についてという冊子を作成しまして、

一つは、本県には十分な材があるということを

しっかりと訴えるということ。それともう一つ

は、木材利用技術センターという、全国では唯

一の県の試験研究機関を持っていて、そこで長

年木材とほかの材料とのハイブリッドといいま

すか、そういったものの研究もしていて、その

結果として、例えば宮崎県内では木の花ドーム

だとか、大型の施設もできてますし、また学校

施設とかにもその技術があちこちで利活用され

ていると。そんなことをずっと訴えてまいりま

した。これは設計会社そして施工会社、さらに

は林野庁の関係、そして国会議員さん方。ずっ

と１月から２月に回りまして説明をしたところ

であります。

さらにその後、これは全木連という、県木連

の全国組織があって、全木連が全体の窓口にな

るという情報が林野庁からございましたので、

先般はその全木連のほうにも参りましてお話を

したところでございます。

現在までのところ聞いている情報では、全国

的な流れとして、この木材をできるだけ使おう

という方向になっていることは間違いないよう

です。

ただ、一方では、宮崎県だけということでは

当然なくて、全国の木材を使おうとか、あるい

は東北の復興支援になるように東北の材をもっ

ともっと使おうとかいうふうな話も出ているや

に聞いているところであります。

もちろん新国立競技場だけではございません

で、その他の競技施設、さらには選手村等の施

設等も考えられるわけですから、いろんなとこ

ろに木材が利用されて、さらにその中でも本県

産の木材が応分の形で利用されるように、今後

とも働きかけていきたいと考えております。

○井上委員 どうぞよろしくお願いします。

次に、先日、委員会の調査で都城クリーンセ

ンターを見せていただきました。最新のクリー

ンセンターになっていて、特に売電がうまくいっ

ているということで経営的にもうまくいくので

はないかと思われるような、非常にさい先のい

いようなクリーンセンターだったんですが。

私のいます宮崎市は、エコクリーンプラザみ

やざきがあって、いろいろな問題もこれありで、

今は落ちついてというか、それで稼働していた

だいているんですけれども、宮崎県内のクリー

ンセンターというのは、総じて経営的にもうま

くいっていると理解していいのでしょうか、そ

こを１回聞かせていただきたい。

○温水循環社会推進課長 基本的に、現在、市

町村が所有しておりますクリーンセンター、い

わゆる焼却施設については６カ所ございます。
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一番大きいのはエコクリーンプラザです。あ

と延岡と日向と東臼杵一体のものですね、これ

が日向にありまして、あと都城とえびの、日南、

串間にあります。それで、基本的に経営といい

ましょうか、運営主体が市町村になるもんです

から、それがどれだけ経費をかけて、そして運

用を行うかと。結果的にはコストがどれだけか

かって、基本的にはコストが可能な限り低く抑

えられたほうが、要するに運営としてはうまく

いっていると理解をするんですけれども。

確かに都城の場合は電気をつくるということ

で、それでもって売電ができて、それでコスト

ダウンにつながっているとお聞きしているんで

すけれども、全ての施設が売電を行っているわ

けではありませんで、市町村の廃棄物の処理計

画の中で廃棄物を処理していくと。施設を運営

する中で、都城なんかは売電を行ってそれによっ

てコストダウンを図るという計画でつくってお

られます。

したがいまして、基本的には市町村ごとに違

いはあるんですけれども、市町村の一般廃棄物

の処理計画の中で、それに基づいて市町村の廃

棄物の処理が行われ、それに伴ってコストが一

定コストとしてもかかりますので、それがある

程度低く抑えられているところと若干高目のと

ころがあると認識をしております。

○井上委員 今回、熊本を含めてですけれども、

要請があれば支援するということですけれど、

ごみ行政はいつまでたっても、ごみの量を減ら

すとかという問題も含めてですけれど、なかな

か難しく、そして災害が１回起これば、あの状

態というのがずっと続くわけで。私も熊本へ行っ

てみましたが、やっぱりごみは怖いなと。最近

の問題も含めてそうですけれども、ごみはやっ

ぱり怖いなという思いがいたしました。

やっぱり市町村にありますクリーンセンター

がどういう状況にあるかということについては、

市町村がやることだからということでもあるん

だけれども、小まめにその状況を把握していた

だきたいなというのが切なる思いですので、ぜ

ひそれを要望しておきたいと思います。

○図師委員 井上委員の質問に関連してなんで

すが、オリンピックの関係で、けさニュースで

やってたのが、新国立競技場の座席を木製です

る案が何か自民党のほうから出ているというこ

とで。ただ、それをプラスチックじゃなくて木

製にすると、つくるだけで経費が40億ぐらいプ

ラスになると。維持補修というかランニングコ

ストもプラスチックと比較すると数十億ぐらい

高くなってしまうけれども、やはり木製にこだ

わっていきたいというような案が出ているとい

うことなんですが。実際、この木製の椅子で、

それこそ技術センターのほうでは、プラスチッ

クと比較しても耐久性もありますよとか、そう

いうような何か比較検討やらをされてどんどん

プレゼンされるといいなと思ったところなんで

すが、いかがなものですか。

○小田木材利用技術センター所長 国立競技場、

雨が当たる環境で椅子を使うわけですが、表面

を何らかの処置をしないとなかなかもたないと

いうことがあります。

現在、いろんなそういう耐久性を高める技術

というのがあるわけですけれども、合ったよう

に維持管理をずっとしないと、何もしないまま

では、10年ないしは20年ぐらいすると朽ちてし

まうというのが現状です。それ以上に高めよう

とすると、木材ではなくてプラスチックみたい

な形に限りなく近くなる。しかもコストもかか

るということで、そうであったら最初からプラ

スチックというようなことにもなりかねないと。
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長持ちさせる技術というのはありますけれども、

やはりコストとの関連とでどちらを使うかとい

うのが決まるんだろうなと思っています。セン

ターとしてもそういう情報の収集なり、いろん

な会社と意見交換しながら、そういうことにつ

いて考えていこうとは考えているところです。

○図師委員 コストはかかっても、やはり木製

がいいよねというような世論形成ができていけ

ば、プラスの経費になってもいいのかもしれま

せんが、ただでさえ新国立競技場は既に二転三

転してて、これ以上経費をかけるなというのが

今の世論だと思います。やはり木材の搬出県と

しては、ぜひそういうところが採用されていけ

ばいいなという希望もありまして、またぜひ検

討してみてください。

○大坪環境森林部長 先般、全木連に行ったと

きもその話も出ました。せっかくですから、木

を使っていただきたいという要望はしているよ

うですが、一方では、確かに現在の市場価格で

比較しますと、はるかに樹脂製のほうが安いし、

木製でつくった実例って、あんまりないみたい

ですね。ですからそこの壁をどう破っていける

かだろうと思っております。しっかり頑張って

いきたいと思います。

○井上委員 ぜひお願いしたいんですが、今い

ろんなところで工夫しながら、障がい者施設と

かの建設とかがどんどん進んだりしているわけ

ですね。そんなにお金を持ってらっしゃるとこ

ろばっかりではないというところもあるんです

けれども、木材の利用拡大ということも含めて、

木材を利用していただいた場合のいろんな意味

でのバリエーションを固定しないで、いろんな

支援策というのを考えていただけるといいなと

思います。

先日、委員会調査で北浦のきたうらら海市場

に行ったんですが、お店の中に大径材が使って

あって、あれがばっと見えているだけでも海と

山との関係、それを感じていただいたり、そこ

に支援をされて、あそこは随分助かっておられ

るということが目に見えてわかる。障がい者施

設とか含めてそうですけれど、限界があること

は事実で、防災の関係でいうと、木を使ってい

たとしても上から塗らざるを得ないというのも

あるかもしれないんですけれど、非常に施設建

設も含めてそうですが、木材利用を促進すると

いう意味合いからでも、助成のありようをもう

少し研究していただいて、緩やかな形ででもい

いから補助ができるような状況をつくっていた

だきたい。本当に少ない額でも物すごく助かっ

ておられるわけです。もし木材の補助が出れば、

ほかのものは設備に回せるということもあって

ですね。ですから、もっとそのありようを少し。

そんなに金があるわけではない、先ほども申し

ましたように予算がそんなにたくさん獲得でき

ているわけではないけれども、木材を利用して

いただくとこういうのがありますよというのが、

もっと幅の広いものでつくれないのか。それは

部長にも再三申し上げて恐縮ですけれど、これ

を工夫していただけないかなと思っているとこ

ろなんです。

○大坪環境森林部長 さまざまな場面で木を使

う生活をしましょうという提案を盛んに今やっ

ております。宮崎でも木づかい運動なんていう

名前でやっておりまして、これを何とか広げて

いきたい。そして全国的にもっともっと木を使

うようなそういう流れに持っていきたいと思っ

ております。

先ほど再造林の話もしましたけれど、要はこ

の現在切っている木材がどう高く販売できるか、

どう幅広く需要拡大できるかということが、す
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なわち、今後再造林が進むか、そして循環でき

る林業になるかということにも直結してまいり

ますので、いろんなところで木を使っていただ

くような取り組み。例えば、こんなことでも利

用できますよといったような冊子をつくるとか、

今山村・木材振興課を中心に川崎市との連携の

中でもいろんな提案をしているところですけれ

ども、そういう努力をしていきたいと思ってお

ります。

○井上委員 最後に。６月１日、２日で林活議

連が行った調査先のところでも、植林するとい

うことが条件で、そしてその地方の木材を使っ

ていただいて施設を建設していただくと。うち

でいえば、日南市とどこでしたかね、３市ぐら

いそこに入れさせていただいて、それが具体的

にでき上がって。ここが宮崎の木ですよみたい

なのが表に宣伝をされているのは、大変いいと

思うんですね。植林が条件というのが、すごく

心に残ることだと思うので。

そういうことも含めて宮崎県内のいろんなも

のが建設されていくときに、宮崎の木を使って

いることがわかるようにできるだけするという

ことも条件で。それと植林が条件であったとす

るなら、宮崎県の山を守るという意味でも、で

きるだけ木をたくさん使いながら、そこを循環

させていくということをメッセージしていただ

けたらいいなと思っているところです。よろし

くお願いします。

○右松委員長 ほかにございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、時間もまいりました

ので、それでは、以上をもって環境森林部を終

了いたします。執行部の皆様、大変お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後０時59分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○郡司農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いします。

説明に入ります前に、私のほうからお礼と御

報告を申し上げたいと思います。

まず初めに、先月には、みやざきの食と農を

考える県民会議総会、それから宮崎県ＳＡＰ会

議連合代表者会議に、また、今月初旬には、宮

崎県産米改良協会の通常委員会及び宮崎県米消

費拡大推進協議会の委員会へ右松委員長に御出

席いただきました。まことにありがとうござい

ます。心から感謝を申し上げたいと思います。

さて、開会日の知事の提案説明の中にもござ

いましたけれども、Ｇ７伊勢志摩サミットにお

ける首脳のワーキングランチ等におきまして、

宮崎キャビア1983と本県産の完熟マンゴーが食

材として採用されました。

キャビアにつきましては、各国の首脳や首脳

夫人の皆様方に御賞味いただきましたけれども、

外務省のほうからは、宮崎キャビアが今回提供

した和食─和食フレンチというようなことだ

そうですけれども─和食と出席者の方々がふ

だん食べなれている洋食とをつなぐかけ橋とし

ての大変いい仕事をしていただいたというふう

にお褒めの言葉をいただいたところであります。

また、完熟マンゴーにつきましては、各国首

脳から日本にはこんなにおいしい果物があるの

かといったふうな驚きと称賛の声をいただいた
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と伺っております。改めて、本県産マンゴーの

品質の高さが認められたことを生産者の皆さん

とともに今喜んでいるところであります。

今回の採用を大きな励みといたしまして、本

県農水産物のさらなる品質やブランド力の向上

に努めてまいりたいと考えております。委員の

皆様方の今後の御支援もよろしくお願いしたい

と思います。

それでは、座って説明をさせていただきたい

と思います。

お手元に配付しております環境農林水産常任

委員会資料を１枚めくっていただきたいと思い

ます。目次がございます。

本日、農政水産部からは、６月定例県議会提

出議案予算議案と特別議案ということになりま

すが、３件、同じく提出報告が１件、それから

その他の報告事項が７件ございます。

まず、右側の資料の１ページのほうをごらん

ください。

議案第１号「平成28年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）」でありますけれども、今回の補

正は、交付金事業実施に伴う補正等でございま

す。補正額につきましては、（１）の平成28年度

歳出予算課別集計表の中の一般会計の合計の欄、

太字で囲んでありますけれども、その合計の欄

にありますように、１億7,017万円の増額補正を

お願いしているところであります。

この結果、農政水産部全体の補正後の予算額

は、一番下にありますとおり455億4,913万8,000

円となります。補正内容の詳細につきましては、

後ほど関係課長から説明をさせていただきたい

と思います。

次に、11ページを開いていただくとありがた

いと思います。

資料11ページからは特別議案でございます。

議案第11号の「第７次宮崎県農業・農村振興長

期計画の変更について」、それから15ページにな

りますけれども、議案第12号「宮崎県水産業・

漁村振興長期計画の変更について」、また資料

の19ページになります。19ページは、議会提出

報告といたしまして、平成27年度宮崎県繰越明

許費繰越計算書について、これも後ほど関係課

長から説明させていただきたいと思います。

最後に、20ページからになります。ここから

が、その他報告事項ということでございます。

総合農業試験場茶業支場における茶穂木の誤提

供事案への対応について、ほか７項目を上げて

おります。御報告させていただきたいと思いま

す。

これらの詳細につきましても、後ほど関係課

の課長、室長から説明をさせていただきますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

私のほうからは以上でございます。

○戎井農政企画課長 農政企画課でございます。

平成28年度６月補正予算について御説明をさ

せていただきたいと思います。

お手元の歳出予算説明資料の57ページをお開

きいただきたいと思います。

農政企画課の６月補正額につきましては、一

般会計のみで3,791万7,000円の増額補正をお願

いしております。この結果、６月補正後の予算

額につきましては、右から３番目の欄になりま

すけれども、29億7,612万3,000円となります。

それでは、内容につきまして御説明をさせて

いただきたいと思います。

59ページのほうをお開きください。

そこに書いてございます（事項）中山間地域

活性化推進費、１の新規事業「中山間地域等担

い手収益力向上支援事業」でございます。

事業の内容につきましては、環境農林水産常
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任委員会資料のほうで御説明をさせていただき

たいと思います。

委員会資料の２ページのほうをお開きいただ

きたいと思います。

この事業につきましては、１の事業の目的・

背景にございますように、ＴＰＰ関連政策大綱

に基づく施策として創設されておりまして、中

山間地域等におきまして、次世代を担う経営感

覚にすぐれた担い手の収益力の向上を図るため

に、収益性の高い作物を導入する取り組みであ

りますとか、作物のブランド化等、地域の特性

に応じた担い手の取り組みを支援するものでご

ざいます。

事業内容につきましては、３ページのポンチ

絵のほうで御説明をさせていただきたいと思い

ます。

中段にございますように、取り組み主体は、

認定農業者や認定新規就農者等の担い手、また

対象農地につきましては、特定農山村法等地域

指定５法で指定された地域内の農地となってご

ざいます。

支援内容につきましては、担い手が作成し、

市町村が認定する収益力向上計画に基づきまし

て、下段に書いてございます①と②とあります

けれども、その取り組み面積に応じまして、10

アール当たり５万円以内を支援するものでござ

います。

具体的には、下段の収益力向上計画の枠内を

ごらんいただきたいと思います。

①の収益力の高い農作物への転換等によりま

して、収益力の向上を図る取り組み。例えば、

露地野菜から施設野菜へ転換するための土壌分

析でありますとか、土壌改良資材等による土づ

くり、これに必要な経費を支援をするというも

のでございます。

また、②のほうでございますけれども、作物

の価値向上を行うということで、収益力の向上

を図る取り組み。例えば、販路開拓のためのア

ドバイザーの招聘でありますとか、ラベルデザ

イン等の作成に必要な経費を支援するものでご

ざいます。

いずれの取り組みにおきましても、今後３年

間で取り組み面積当たりの販売額を平均10％以

上向上させるという計画である必要がございま

す。

２ページにお戻りいただきまして、２の事業

の概要のところでございますが、予算額につき

ましては3,791万7,000円、事業期間につきまし

ては、１年間でお願いしているところでござい

ます。

説明は以上でございます。

○大久津農業経営支援課長 農業経営支援課で

ございます。

歳出予算説明資料の61ページをお開きくださ

い。

当課の６月補正額は、一般会計で4,214万4,000

円の増額をお願いしており、補正後の予算額は、

右から３番目の欄の58億8,829万2,000円となり

ます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

63ページをお開きください。

（事項）青年農業者育成確保総合対策事業費

の内容の新規事業「農で呼び込む人・しごと・

産地創造対策事業」についてであります。

詳細につきましては、お手元の常任委員会資

料で御説明いたしますので、４ページをごらん

いただきたいと思います。

本事業につきましては、国の地方創生加速化

交付金を財源とし、ことしの２月議会で補正予
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算として提案させていただきましたが、その後、

国による審査の結果、不採択となりました。

しかしながら、本事業は、地方創生を推進す

る上で重要であると考えておりまして、今回、

事業内容を見直し、改めて提案させていただく

ものであります。

まず、事業の目的ですが、多様な担い手や雇

用の場を確保するため、地域ごとに新たな担い

手の受け皿を設立するとともに、他産業からの

農業参入を支援することで、農業で人や仕事を

呼び込み、産地を元気にしようというものであ

ります。

右の図の上段をごらんください。後継者育成

はもとより、本県出身の学卒者や多様なスキル

を持った人材を移住により新規就農者として確

保していくことも重要と考えております。

そこで、東京有楽町に設置した宮崎ひなた暮

らしセンターを窓口に、相談会や就農講座を新

たに開設するとともに、農業大学校を総合研修

拠点として、民間と連携した実践塾やチャレン

ジファームなど実践研修の充実強化に努めてお

り、昨年は、新規参入者もふえたところであり

ます。

しかしながら、県内で就農希望者を受け入れ

る研修施設は限られているため、中段①の地域

農業創生対策事業により、しごと創生公社と称

する就農トレーニング施設の整備を推進し、ま

ずは各地域の重点品目に特化して、確実に担い

手を育成するシステムづくりを目指すものであ

ります。

具体的には、現在、県とＪＡが一体となって、

宮崎方式の営農支援体制の構築による産地再生

を進めておりますが、ＪＡ部会組織を核に、担

い手のいない農業資源の継承とリタイアされる

高齢農業者等の篤農技術をしっかり伝承させる

必要があります。

そのため、図の中央左側にありますように、

市町村、ＪＡが主体となり、トレーニングセン

ターの設置・運営を行いますが、毎年多額の経

費が必要であるため、例えば、地域で生産され

る農畜産物や加工品等を商品化し、ふるさと納

税の返礼品として活用することで、その収益の

一部を運営経費に充当し、安定的な運営と新た

な雇用も創出していきたいと考えております。

なお、これらの取り組みにつきましては、地

域の実情に応じ、研修運営手法や商品開発の仕

組みづくり等が大変重要でありますから、専門

的な見地から調査・提言等を行えるコンシェル

ジュを随時派遣しながら、年度内には公社等の

設立に向けた企画・計画等ができるよう支援を

行うとともに、ハウス等のハード整備につきま

しては、今後ＴＰＰ対策を初めとする国庫事業

を活用してまいりたいと考えております。

次に、②の新規参入・のれん分け等対策事業

につきましては、地域と連携した企業の農業参

入やノウハウ・スキルを備えた法人従業員のの

れん分けによる独立を支援するものであり、法

人設立時の初期投資に対し、助成を行うもので

あります。

これら２つの取り組みにより、地域農業の新

たな担い手構造の改革と、農を核としたビジネ

ス拡大を進めてまいりたいと考えております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業概要でありますが、予算額は4,214万4,000円

で、事業期間は28年度の１年間であります。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○甲斐農産園芸課長 農産園芸課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の65ページをお開

きください。
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農産園芸課の６月補正予算額は、一般会計

で1,012万円の増額補正をお願いしております。

この結果、６月補正後の予算額は、右から３番

目の欄でございますが、41億4,861万5,000円と

なります。

それでは、内容について説明させていただき

ます。

67ページをお開きください。

（事項）主要農作物生産対策事業費の新規事

業「「特Ａ」取得を契機とした新宮崎米創出事業」

で1,012万円の増額でございます。

中身は常任委員会資料で説明をさせていただ

きたいと思います。

常任委員会資料の６ページをおあけください。

６ページのまず１、事業の目的・背景にあり

ますように、本事業は、本県初の食味ランキン

グ「特Ａ」取得を契機といたしまして、米の食

味や品質のさらなる向上、宮崎米のブランド力

の向上を図るものであります。

右側のポンチ絵で説明をさせていただきたい

と思います。

まず、一番上の背景にありますように、米に

つきましては、米価低迷や作付面積の減少など

大変厳しい状況が続いております。このような

中、二重囲いの中ですけれども、霧島地区のヒ

ノヒカリが、本県で初めて、食味ランキング特

Ａを取得いたしました。特Ａの取得は、まさに

本県の念願だったわけですが、その下にありま

すように、県内各産地では、28年度も必ず特Ａ

を継続してとりたい、あるいは、うちも特Ａを

とりたいという、うまい米づくりの機運や特Ａ

に対する生産者意欲が向上してきております。

この動きに対応するため、本事業では、左か

ら「活かす」「続ける」「広げる」の３つのキー

ワードで宮崎米のブランド戦略を展開してまい

りたいと考えております。

まず、左の１点目の活かすでは、特Ａの持つ

ブランド力を切り口に、米では初めとなります

が、たんぱく質や水分含量を認証基準とするブ

ランド認証に取り組むとともに、新ブランドの

販売開始記念イベント等によるＰＲを行うなど、

特Ａブランドの活用を進めたいと考えておりま

す。

真ん中の２点目、続けるでは、霧島地区ヒノ

ヒカリの特Ａの継続取得を目指すため、出品者

研修会の開催や食味にこだわった乾燥機の導入

等を支援します。

３点目の広げるでは、特Ａ産地の拡大を図る

ため、えびのが特Ａを取得した取り組み内容を

分析いたしまして、米の香りやかたさの改善に

必要な対策マニュアルの策定を行うなど、えび

のに続く特Ａ産地の育成を進めてまいりたいと

考えております。

左側の６ページに戻っていただきまして、２

の事業の概要ですが、予算額は1,012万円で、28

年度単年度事業であります。

（５）の事業内容の①の「特Ａ」産地維持・

拡大支援事業では、技術研修会の開催や食味計

の導入を行うなど、産地支援を強化してまいり

たいと考えております。

②の「ブランド宮崎米（仮称）」販売スタート

ＰＲ事業では、新たな商品ブランドの販売開始

記念イベントの実施や統一デザインによるＰＲ

資材の作成等を行います。

③の「特Ａ」米生産体制整備事業では、良食

味米生産に必要な乾燥機等の導入支援を行うこ

ととしております。

農産園芸課の説明は以上であります。よろし

くお願いいたします。

○坊薗畜産振興課長 畜産振興課でございます。
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歳出予算説明資料の69ページをお開きくださ

い。

畜産振興課の６月補正額は、一般会計で7,998

万9,000円の増額補正をお願いしております。こ

の結果、右から３列目の補正後の予算額は、66

億7,841万5,000円となります。

次に、事業内容について御説明いたします。

71ページをお開きください。

（事項）畜産試験費でございますが、１の産

学官連携試験になります。これは、国の研究機

関などからの委託を受けまして、畜産試験場で

試験等を行うものでございます。

（１）の和牛繁殖センター普及・定着技術調

査事業につきましては、現在、県内で運営され

ております和牛繁殖センターについて、管理方

法などの調査を行いまして、マニュアル作成な

どを行うことにより、繁殖センターの整備推進

や適正な運営管理を目指すものでございます。

（２）の乳用牛の生産性向上に向けた泌乳平

準化技術開発事業、これにつきましては、現在、

乳牛は3.3産、６歳程度で廃用がされております

が、この供用年数を延ばすための試験に、国の

研究機関や他県と連携して取り組むものでござ

います。

（３）の「ＴＭＲセンターを核とする地域内

連携型畜産生産体制構築事業」につきましては、

別冊の常任委員会資料のほうで御説明をさせて

いただきます。

８ページをお開きください。

ＴＭＲセンターを核とする地域内連携型畜産

生産体制構築事業でございますが、右のフロー

図を見ていただきますと、上段にありますとお

り、現状は高齢化による担い手の減少や配合飼

料の高どまり等によりまして、産地としての生

産力が低下している状況にございます。

こういう中で、生産性を維持・強化するため

には、その下の四角にありますように、地域の

関係者が連携して、生産工程の省力化とか生産

コストの低減、生産性の向上に取り組む必要が

あります。

本事業では、その下の中段にありますとおり、

その中でも飼料生産部門、ここの地域内分業化

について実証を行うものでございます。

具体的には、その下のほうにありますように、

４つの項目、これが連携をしながら行いますけ

れども、まず左のコントラクター、この部分で

は、ＴＭＲセンターへ飼料原料を安定的に供給

するため、飼料作物の効率的な栽培体系等につ

いて確立を図ります。

その右のＴＭＲセンターでは、保存性の高い

発酵ＴＭＲの開発と調製技術の開発を行いまし

て、その下の畜産農家のところで実際にそのＴ

ＭＲを給与することによりまして、コスト低減

等の調査を行って、その左にありますシステム

評価、この部分でこの全体の仕組みについてど

のような効果があるかということのシステム評

価を行うことといたしております。

これによりまして、連携・分業化によって、

生産システム技術的確立をし、生産基盤の強化

につなげていきたいと考えております。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要でございます。予算額は7,678万9,000

円、事業期間は28年からの３年間を予定いたし

ております。

説明は以上でございます。

○戎井農政企画課長 農政企画課でございます。

常任委員会資料の11ページのほうをお開きい

ただきたいと思います。

第７次宮崎県農業・農村振興長期計画の変更

についてでございます。
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１のところに、これまでの経過につきまして

整理してございます。平成27年の１月に知事か

ら農政審議会のほうに諮問を行った後に農政審

議会での審議と、また地域別の意見交換等を積

み重ねてまいりました。それで、最終的に去る

５月11日に農政審議会からの答申を得たところ

でございます。

その間、環境農林水産常任委員会に対しまし

ては、節目節目で報告をさせていただいてきて

おりまして、今回は最終の計画案として御審議

をお願いをしたいと思っております。

２のところに計画のポイントを整理してござ

います。まず、（１）計画の名称についてでござ

いますけれども、農業・農村を取り巻く情勢変

化やＴＰＰ、また地方創生等の動きを踏まえ、

変革の時代に対応できる新しい本県農業を創造

していくというための指針とすべく、みやざき

新農業創造プランという名前をつけ、また、新

たな時代の変化に対応したみやざき農業の成長

産業化を目指してという副題を付させていただ

いております。

（２）の計画の期間につきましては、32年度

までの５年間で、（３）計画の構成としましては、

長期ビジョン、また今般の改定の目玉になりま

す重点プロジェクト、そして基本計画、地域別

ビジョン、計画実現に向けた推進体制の５編構

成とさせていただいております。

次に、基本目標とまた今般の目玉になります

重点プロジェクトにつきましては、次ページの

計画原案の概要のほうで御説明を申し上げたい

と思います。

資料をおめくりいただきまして、12、13ペー

ジをお願いします。

計画原案の概要についてでございます。左側

に現状と課題と記載をさせていただいておりま

すけれども、担い手の減少や高齢化といった構

造的な課題に加えまして、ＴＰＰ協定合意に象

徴されるような国際競争の激化、さらには、本

格的な人口減少社会がもたらす農村の活力低下

やさまざまな危機事象、そして健康志向や東京

オリンピック・パラリンピックを契機としまし

た食市場の新たな動向等、さまざまな課題が本

県農業・農村を取り巻いていると考えてござい

ます。

このような状況を踏まえまして、計画の基本

目標としましては、左側の上段に一番上のとこ

ろに記載をしてございますが、さまざまな変化

や課題に的確に対応すべく、新たな時代の変化

に対応したみやざき農業の成長産業化としてお

ります。

また、具体的な数値目標としましては、右側

の上段に計画の基本フレームと書いてございま

すが、まず、農業経営体数については減少傾向

にある中にあって、この減少は避けられないと

考えてございますが、経営感覚にすぐれた経営

体を育成しまして、平成32年に３万5,500経営体

を維持するとともに、作付面積の拡大による生

産性の強化に努めまして、３段目の農業産出額

といたしましては、平成26年の3,326億円から32

年には3,550億円に増加させることを目指してま

いりたいと考えてございます。

この実現に向けまして、後期計画では、右側

の基本計画の体系をお示しをしているところで

ございますが、４つの視点、「儲かる農業」の実

現、また２つ目に、環境に優しく気候変動に負

けない農業の展開、３つ目に、連携と交流によ

る農村地域の再生、４つ目に、責任ある安全な

食料の生産・供給体制の確立、こういった４つ

の視点から産地づくりや環境保全型農業の推進、

また農村地域の再生、安心・安全の確保に向け
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た取り組みを総合的に進めてまいりたいと考え

てございます。

次に、今般の計画改定の目玉となります重点

プロジェクトにつきまして御説明を申し上げた

いと思います。

左側中段、12ページの真ん中ほどをごらんい

ただきたいと思います。

今回の後期計画では、基本計画に加えまして、

今後５年間で重点的かつ組織横断的に取り組む

べき施策を、下段にありますような産地経営体

の育成と中山間対策の２つの柱建てで計８つの

重点プロジェクトを立ち上げて推進していく考

えでございます。

まず、産地経営体の育成についてでございま

すが、上段のほうをごらんいただきたいと思い

ます。

今後担い手の減少、高齢化が進む中で、本県

農業が競争力を維持・強化していくためには、

確かな品質の農産物を安定して生産して供給す

るための産地の体制づくり、そしてそれを支え

る人財の育成、そういった視点が大事だと思っ

ておりまして、マーケットイン型の産地の生産

・販売体制の構築にスピード感を持って取り組

んでまいりたいと考えてございます。そのため

に今後の産地改革の原動力として、マーケット

ニーズに対応したリクエスト生産に組織の垣根

を越えて戦略的に取り組むことができる集団を

産地経営体と位置づけまして、その育成を推進

してまいりたいと考えてございます。

産地経営体の候補といたしましては、中に概

念図を書いておりますけれども、候補としまし

ては、ＪＡ部会組織、また集落営農組織、法人

経営体を候補に考えてございます。

それぞれの組織の特性としましては、例えば

ＪＡ部会組織は、圧倒的な生産力を有するもの

の、家族経営体の集まりということもあって、

ニーズに対応する意思決定というのは、ややも

すると迅速でない面があると。また、逆に法人

経営体については、意思決定は迅速であるもの

の生産力が十分でないというような現状がござ

います。

このため、本プロジェクトではそれぞれの特

性に応じまして、強みを生かして弱みを補完し

ながら、販売力の強化、生産力の向上、人財の

育成の観点から、産地分析等を活用しながら、

産地経営体ビジョンを策定することによって、

計画的な産地改革を進めてまいりたいと考えて

ございます。

具体的なプロジェクトとしましては、下段の

ところに６つございますが、まず、販売力の強

化として、国際競争力強化プロジェクトで、輸

出拡大でありますとか、また輸送体制の効率化

に取り組んでいきたいと思っております。

また、その下の契約取引推進プロジェクトで

は、リクエスト生産やブランド化等に取り組み

たいと。

その下の生産力の向上の観点からは、生産技

術高度化プロジェクトで、ＩＣＴ等高度な技術

の導入や農地利用の多角化を進めるとともに、

その下の連携サポートシステム強化プロジェク

トでは、連携や分業化でより効率的な生産体制

の構築を進めてまいりたいと考えております。

その下の人財の育成でございますけれども、

未来を切り拓く人財確保プロジェクトで、多様

な分野や地域から担い手を呼び込んでいくとと

もに、地域農業のマネジメント支援の仕組みを

しっかり構築していきたいと思います。

最後の宮崎方式人財育成プロジェクトにおき

ましては、まず産地を牽引していくプレイヤー

の育成をするとともに、これは産地経営体育成
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の屋台骨になる部分になりますけれども、普及

組織とＪＡグループが一体となった営農支援を

行うことで、本県独自の人財育成のシステムの

構築に取り組んでいきたいと考えております。

これらによりまして総合的に産地経営体を育

成しまして、上の概念図のところの右下の四角

囲いの部分になりますけれども目標を掲げてお

ります。平成32年までに産地分析を実施する集

団数を125集団、また、産地経営体ビジョンの策

定まで実施する集団数を75集団、こういう目標

を掲げまして、しっかり推進をしてまいりたい

と考えております。

次に、もう一つの柱であります中山間対策に

ついてでございますが、本県、面積の約９割を

中山間地域が占めるということで、中山間地域

の振興は大変重要な課題であると。特に中山間

地域の農業については、平場に比べて生産条件

が厳しいということもあって、この振興長期計

画でも重点プロジェクトとしてしっかり位置づ

けることによって、下段にありますように、一

番下のところでございますが、中山間地域農業

の振興の観点から２つのプロジェクトを展開し

ていく考えでございます。

具体的には、まず中山間地域農業所得向上プ

ロジェクトでございますけれども、地域特性を

生かした農業振興、また他産業と連携した所得

確保に取り組みまして、中山間地域での産業施

策を進めてまいりたいと考えております。

次に、中山間地域の誇り・絆づくりプロジェ

クトでございますけれども、世界農業遺産の認

定を契機とした誇れる地域ブランドの創出であ

りますとか、集落のきずなを育む集落共同活動、

また鳥獣被害対策等、こういった地域施策を進

めてまいりたいと思っております。

以上、産地経営体の育成と中山間対策を重点

的に進めることによりまして、さまざまな課題

の克服やまた果敢な地域の取り組み、これを創

出していきまして、新たな時代の変化に対応で

きる産地づくりを進めてまいりたいと考えてお

ります。

これら重点プロジェクトにつきましては、庁

内関係課と、また農業団体等で構成されるプロ

ジェクトチームを設けておりますので、関係者

一丸となって課題解決に向けて取り組んでいく

とともに、進捗管理もしっかりしながら実施し

てまいりたいと考えております。

農政企画課からは以上でございます。

○田原水産政策課長 水産政策課でございます。

「宮崎県水産業・漁村振興長期計画の変更に

ついて」御説明をいたします。

別冊として長期計画案を配付してございます

が、委員会資料で説明させていただきます。

委員会資料の15ページをお開きください。

まず、１のこれまでの経過ですが、昨年２月

の水産業・漁村振興協議会への改定方針等の意

見聴取から始まりまして、常任委員会への御報

告、各地域の漁業者や関係団体との意見交換、

パブリックコメントの実施等を行った上で案を

取りまとめ、今議会に上程しているところでご

ざいます。

次に、２の計画のポイントですが、次のペー

ジで御説明をいたします。

16ページをお開きください。

長期計画の概要でございます。左３分の１ほ

どを現状と課題、右側３分の２を計画の体系を

示してございます。

現状と課題をごらんください。主なものを一

番上の社会情勢から一番下の漁港までの６つの

区分で記載してございます。一番上の社会情勢

としては、人口減少による水産物市場の縮小や
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ＴＰＰ合意による漁業への影響が懸念されます。

また、中ほどの漁業経営では、カツオ・マグ

ロ漁業を中心に収益性の高いモデル漁船の実証

が進む一方で、その普及が課題となっておりま

す。

さらにその下の水産資源では、クロマグロや

ニホンウナギで、国際的な資源管理強化への対

応が課題となっております。これらの課題を解

決するために、右側の改訂計画でございますが、

一番上に基本目標として、資源回復と経営力の

強化による持続的な水産業漁村の構築、これを

掲げ、中央縦に示した基本計画の右側ですが、

地域を担う漁業経営体づくり、水産資源の適切

な利用管理、漁港施設等の防災対策の強化と機

能保全、この３つを大きな施策の柱としており

ます。

施策のポイントをごらんください。施策の柱

を細分した６つの視点ごとにポイントを整理し

ております。

まず、収益性の向上として、これまで進めて

きた高収益型の漁業モデルづくりを継続しつつ、

国の事業等を活用し、モデルの普及を推進いた

します。

また、沿岸漁業につきましては、いわゆる海

の天気図の活用等により収益の見込める操業体

制の強化を図ります。

次に、担い手育成として、就業相談から就業

後の経営指導等をワンストップで行うとともに、

リース事業の利用等により初期投資の負担を軽

減することで、新規就業者の参入と定着を促進

します。

流通販売としては、収益性の向上において重

要な要素であることから、漁連と漁協の連携を

強化し、マーケットインによる加工品づくりと

販路拡大により魚価の向上につなげてまいりま

す。

資源対策としては、国際的に課題となってい

るクロマグロや資源の減少が懸念されるカツオ

について、適切に対応してまいります。

内水面として、キャビアの今後の生産拡大に

向けた体制整備や国際的なブランド確立に向け

た販路開拓を支援します。また、ウナギやアユ

については、資源の持続的な利用に向けた取り

組みを推進します。

漁港・漁村として、地震津波に備えた対策を

推進するとともに、施設機能の維持・高度化を

図ってまいります。

17ページをごらんください。

これらの施策を具体的に進めるため、ページ

の左端に示した高収益型漁業の構築・普及、新

規参入・承継の促進、資源利活用の推進、関係

者の連携・協力という４つの観点に基づく２つ

のプロジェクトを展開します。

まず、重点プロジェクト１、未来へつなぐ漁

業担い手プロジェクトですが、施策のポイント

に示した収益性向上と担い手育成に関する施策

を推進します。

推進母体は、漁連を初め関係団体で構成する

公益社団法人宮崎県漁村活性化推進機構であり、

県、市町村と密接に連携し、一体となって担い

手づくりを進めるものであります。

具体的には、就業相談、研修、融資相談など

総合的な漁業就業、着業をサポートするほか、

独立や収益性向上に取り組む漁業者の初期投資

の負担軽減など、リース事業等の国事業も活用

しながら、高収益型漁業への転換を促します。

それと同時に、事業後の経営のフォローアップ

や経営指導を充実させ、地域を担う担い手の確

保育成を進めてまいります。

次いで、重点プロジェクト２、魅力ある水産
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業の構築プロジェクトです。

こちらでは、マーケットニーズに応える商品

づくりと販売拡大により、漁獲と収入増を促す

体制の構築を図ります。定量、定価格、定規格

といった市場の要求や魚種ニーズに対して、図

の右側に示す県産水産物販売促進会議において、

県漁連と産地が連携し、マーケットニーズに合っ

た加工商品開発等を行うことにより、魚価を引

き上げ、図の左側に示す漁業生産を促します。

生産においては、海の天気図等による漁業情

報の高度化とその活用や、科学的な資源評価に

よる資源状況の提示に加え、漁場の整備や許可

制度の改正等により、許容できる範囲で日向灘

の資源を最大限に活用し、地域水産業の活性化

を図るものであります。

以上、御説明しましたように、改訂計画では、

施策横断的な視点による重点プロジェクトを展

開し、より具体的かつ着実に基本目標である持

続可能な水産業・漁村の構築の実現に取り組ん

でまいります。

両方のページの上に主要指標として、漁業経

営体数、新規就業者数及び海面漁業・養殖業の

生産量、生産額を示しておりますが、高齢化し

ている漁業者のリタイアが進むため、漁業経営

体は減少するものの、施策により新規就業者の

数をふやし、海面漁業・養殖業の生産額を増加

させることを目標としております。

15ページに戻っていただきまして、計画期間

は平成28年から32年までの５年間でございます。

説明は以上でございます。

○右松委員長 執行部の説明が終了しました。

ただいまの議案につきまして質疑をお願いし

たいと思います。

○山下委員 順番にお伺いしていきたいと思い

ますが、まず、２ページの中山間地域等担い手

収益力向上支援事業です。事業主体は市町村で、

中山間地域等ということが入っているんですが、

これは具体的にどういう網がけになっているの

かな、ちょっと教えて。

○牛谷新農業戦略室長 対象地域でございます。

地域振興立法５法ということで、過疎法、山村

振興法、離島振興法、半島振興法、特定農山村

法の５法で対象になっている市町村。あるいは、

今合併して大きくなっておりますので、旧市町

村単位になっているところがございますので、

そういう地域が事業の対象になります。

○山下委員 ちょっと頭で描きたいんで、例え

ば都城です。都城の対象地域とは、どういうと

ころですか。

○牛谷新農業戦略室長 都城市では、旧山之口

町及び旧高崎町が対象になります。山之口町が

特定農山村法と山村振興法、高崎町が過疎法の

対象となっております。

○山下委員 それであれば、旧都城市と高城町

と山田町は対象にならないということですか。

○牛谷新農業戦略室長 そうです。

○山下委員 事業年度が１年間ということで、

説明を聞いてましたら、露地野菜から施設園芸

等へ移行したいと、そういう話だったんですが。

例えば都城だったら、これは国の地域振興５法

で指定された地域でしょうから、山之口町、高

崎町が対象になったとして、都城の場合は桜島

降灰対策事業、50％の国の事業があると思うん

ですが、それが対象になると思うんです。県内

各所を見たときに、ハウスにしていこうと思え

ば、その事業が対象にならない地域があるでしょ

う。そこ辺との整合性でしょうか、事業がある

ところ、ないところ、そこ辺がハウスに切りか

えていこうとすれば、そこの問題整理はされて

いるんですか。
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○牛谷新農業戦略室長 目標が平成31年なんで

すが、販売力を10％向上させるというのが事業

の目標になっておりますので、露地野菜から施

設野菜にかわるということだけが事業対象では

ございませんで、10％以上の販売額が伸びるも

のであれば、例えばの話でございますけれども、

米から野菜にかえるとか、露地野菜にかえると

かというのも当然対象になります。そこで10％

上がるかどうかというのはありますけれども、

そういう作型でもこの事業が対象になりますの

で、施設に限ったものではないということでご

ざいます。

○山下委員 説明を聞いていて、具体的なハウ

ス関係が出たもんだから。事業年度が１年間と

いうことは、農家に対して周知徹底をして、予

算消化はできるんですか。そういう目標設定と

いうのは。どういうスキームですか。

○牛谷新農業戦略室長 この事業は、国が27年

度の補正事業で措置した事業でございまして、

予算自体は国で繰り越しをしております。今回、

県としましては、６月補正で予算を計上させて

いただいているところです。

事業の推進につきましては、国の補正事業で

したので昨年度から実施しておりますが、年明

けまして４月、事業説明会を行いまして、市町

村の方も５月の末に、関係する市町村の方にお

集まりいただきまして直接説明させていただき

ますとともに、支庁・振興局が市町村を対象に

事業説明を行いますが、そのときにも私どもの

室と、あと国の農政局からもおいでいただきま

して、幾つかのところでは説明に参加させてい

ただいております。

○山下委員 この事業も説明だけに終わらない

ように、実をとるように。非常にこれは難しい

予算消化かなと思うんですが、頑張ってくださ

い。

○黒木委員 大体箇所つけというのは決まって

いるんでしょうか。

○牛谷新農業戦略室長 まだ決まってはおりま

せん。現在、国のほうの要望の締め切りが７月

の上旬ということになっておりますので、現在、

私どもが直接出向いて説明会等を実施しますと

ともに、市町村のほうにも推進をお願いして、

その取りまとめを７月上旬ということでお願い

しております。

○黒木委員 私は中山間地の中でも、どっちか

というと山間地ですけれども、そこは零細・分

散した農地、そこでも高齢者がふえて、例えば

田畑の維持ができないというところを若い人た

ちが何とか農地を守ろうということで、多様な

職業、そういう人たちが何とか守ろうという取

り組み、集落営農とかやっておりますけれども、

問題は、収益部門なんですね。そして効率の悪

いところの作業請け負いとかすると、本当利益

は上がらない。それを維持していくためには、

やっぱり収益部門が何か必要だなと、常にそう

思うんです。例えば収益力の高い作物には、ど

ういうものが、何か想定されているものがある

んでしょうか。

○牛谷新農業戦略室長 特に指定する作物はご

ざいませんので、地域のほうで当然普及センタ

ー等あるいは試験場等々で、この地域であれば

こういうもの、あるいは中山間であれば、例え

ば新たな品目としてはラナンキュラスを入れて

いきましょうとかダリアを入れていきましょう

とか、そういう花卉類でありますとか、野菜類

でも果菜類で販売価格の期待できるものという

のが少し、夏秋イチゴであったりとかというの

がありますもので、そういうものでも対象にな

るということです。少なくとも、３カ年後に現
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状より販売額です。収益ではなくて、販売額が10

％上がるものであれば対象にできると。ただし、

米、経営所得安定対策の対象となっております

麦とか大豆とかそばとかというものは対象にな

らないという制約は一部あります。

○黒木委員 どうやって収益部門をつくろうか

ということで、いろんな作物の検討とかされて

いるようなんです。例えばきのうまでチェンソ

ー握っとった人がくわを握るというような、そ

ういう人たちもいるんですよね。だから、技術

的なものとか意識的なもの、きめ細かなことを

して収益を上げる。だから作物にしても、手は

かかるが金になるというものとか、永年作物を

余り手はかからないけれども機械化が難しいと

か。例えばＴＰＰ対策で大規模化、企業化には

そぐわないような作物というものも選定が必要

でありますし、長期計画の後期計画の中にもあ

りますけれども、中山間地域農業所得向上プロ

ジェクトというのがありますが、そういったも

のとあわせながら、何らかの収益部門をしてい

かなければ、これから農地を守っていくのは非

常に厳しい面があると思います。

また、例えば神楽の世界農業遺産にしても、

そういったところの担い手である山間地の神楽

とか、そういった維持も非常に難しいなという

ような気がするもんですから。県の普及関係、

それからＪＡ関係とかいろんなものの総力を挙

げて、こういった技術的な面とか、作物の選定

とか、そういったものをしっかりと取り組んで

いただいて、この10年何とか一つのモデルでも

できればいいなと思うもんですから、しっかり

と取り組んでいただきたいと思います。

○牛谷新農業戦略室長 ありがとうございます。

県の関係機関でありますとか市町村、ＪＡ等と

しっかりと連携しながら取り組まさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

○図師委員 収益力向上計画の２番目の②の作

物の価値向上を行いというところがあるんです

が、この説明書きを見ておりますと、販路開拓

に向けたアドバイザーの招聘等とありますが、

これは加工品も対象になるということなんです

か。

○牛谷新農業戦略室長 あくまでも、現在つくっ

ている作物とかの販路を拡大するために必要な

アドバイザーとかの招聘ということでございま

して、基本、加工品は対象にはなってないと思

います。

○図師委員 系統ではなくて個人で流通させた

いという方がおった場合でも、この事業は使え

るということですか。

○牛谷新農業戦略室長 個人でも取り組み主体

として認定農業者等ということで書いてありま

すが、ここに該当する方であれば可能でござい

ます。

○山下委員 ４ページを確認をしていきたいと

思うんですが。この前、県北の調査の中で農業

大学校を調査させていただいたんですが、農業

大学校の施設を使って就農者の活動がなされて

たんですが、この事業の中であそことの連携は

考えられているんですか。

○大久津農業経営支援課長 今の御質問につい

ては、みやざき農業実践塾ということで、農大

校の研修センターでやっております。大体、平

均十四、五名ぐらいを新規就農として受けて、

１年間施設園芸を中心に勉強していただいてお

ります。先ほど申しましたように、最近、この

新規就農者、農業経験のない方がだんだんふえ

ておりますので、実際、農業に就農する前に研

修がやっぱり必要だろうということで、今現在、
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本格的に研修をやっているのが、県のみやざき

実践塾と宮崎中央農協の研修施設の２カ所でご

ざいます。これではなかなか足りないだろうと

いうことで、今回、こことも連携しながら、さ

らに地域で重点品目等を中心に、こういったト

レーニングセンターをつくっていただくような

形で、キュウリとかピーマンもかなり担い手が

いないということで部会等も減ってますので、

そういったところを中心にしっかり担い手をつ

くるためのトレーニングセンターをこの機会に

ＪＡ、市町村が一緒になってつくっていただけ

ないかなということで、今回事業をお願いして

いるところでございます。

○山下委員 去年とことしと志布志の農業公社

を、今回は常任委員会でも調査をさせていただ

いたんですが、そこは具体的に全国から公募し

て、３組を毎年入れて、受け皿が土地改良区や

ら、いわゆるＪＡとかハウスの生産組合とか、

いろんな５つぐらいの団体が、行政も入れて、

かなりの支援体制の中で、１年目は夫婦で25万、

１人の場合が15万だったですかね。３年目は独

立させるんだと。農地から施設からそういうハ

ードな部分まで計画の中でずっと育てていって

るんです。すごい生産地ができ上がってたんで

すが。

我々が想像するときに、この事業の中で、志

布志農業公社と同じようなスタイルになってい

くのか、そこ辺との違いを教えていただきたい。

○大久津農業経営支援課長 今委員おっしゃい

ましたように、私どもとしては、先ほど言いま

したようなＪＡ宮崎中央農協とか志布志の公社、

これがやっぱりしっかりした取り組みかなと

思っておりますので、これをできるだけこういっ

たほうに近い形で市町村ごとに施設整備、トレ

ーニングセンターをつくっていくような形で推

進していきたいと思っております。

○山下委員 志布志農業公社はいわゆる公募す

るときに、手持ち金が500万ないと受け入れはさ

れてなかったんですよね。そこ辺との条件とか

整合性はどう考えておられる。

○大久津農業経営支援課長 私どものほうでも

例年、300名以上の新規就農者を受け入れて、年

間1,200件ぐらい相談を受けますけれども、その

中でやはり普及センターまたはいろんな関係者

が相談を受けるときには、最低でも300万から500

万、これだけの手持ちがないと、やはり経営が

安定するのにはやっぱり２年ほどかかります。

そういったところでお願いしてます。

ただ一方では、国のほうが、平成24年から青

年就農給付金ということで150万円の給付措置が

されましたので、そういったものも有効活用し

ながらではございますが、やはり安定的にやる

ためには、そういった最低限の手持ち金は必要

だということで、事前の指導のときには徹底し

ているところでございます。

○山下委員 このテーマの中で最後にしたいと

思うんですが、事業効果の中で、のれん分けの

目標数値とか書いてあるんですが、やっぱり技

術と資金対応、後をフォローしてくれる、そう

いう組織がしっかりとできてないと、絶対育た

ないと思うんですよね。農業というのは、１年、

２年でうまくいくわけでもないし、この年がよ

くても来年が悪かったり、本当に天候とかそう

いうので左右される世界ですから、長期的には、

のれん分けして出た人たちを育成指導してくれ

るような、しっかりとフォローしていくような

体制づくりをお願いしたいと思いますが。

○大久津農業経営支援課長 こののれん分け等

につきましても、技術指導とかそれだけではな

くて、会社を立ち上げるための金融とか雇用人



- 40 -

平成28年６月16日(木)

材のマネジメントとか、そういったものをしっ

かり研修させた上でのれん分けしたいと思って

おります。それに当たっては金融機関、政策金

融公庫とか地元の地銀さんたちとも一緒になっ

て、ここを指導していく形をつくることを今進

めておりますので、そういう形で連携しながら

しっかり育てていきたいと思っております。

○外山委員 今の関連ですけれども、志布志の

場合はピーマンでしたよね。こちらの場合は各

４地区の公社ができたとします。作物はもちろ

ん生産者の希望もあるでしょうが、こういった

ものをやるよとか、何か道筋はつけるんですか。

○大久津農業経営支援課長 基本的にこの野菜

でのトレーニングセンターということで考えま

すと、ピーマン、キュウリ、トマト、宮崎の一

番強みのある品目ですが、これがやっぱりだん

だん減っておりますので、この辺もしっかり日

本一を奪回するような、産地力を向上するため

にはこういったものを重点にはしていきたいと

思います。地域におきましては、新たな新品目、

いろんな新しいイチゴとかいろんな花とか取り

組みたいというＪＡとかもございますので、そ

の辺については、この中でも説明しました、宮

崎方式の営農支援体制ということで、普及セン

ターとＪＡ指導員が一体となって、ことしから

産地づくり、また自分たちも指導能力向上、ま

た農家の研修体制も一体でやろうと。

そこで産地ビジョン、どういった品目で頑張

るかというビジョンをつくって、結果、発展的

な過程として、このトレーニングセンターで担

い手を育てていくような仕組みでつなげていき

たいなと思っているところでございます。

○黒木委員 今の事業は、農で呼び込む移住・

ＵＩＪターン促進事業、これが地方創生加速化

交付金の採択にならなかったと。そこで県単事

業として出てきたと思うんですが、どの部分が

なくなった部分なんですか。２億ぐらいの事業

だったですよね。今回、これが4,200万ですけれ

ど、どの部分がなくなったのか。

○大久津農業経営支援課長 地方創生加速化交

付金では、大きくいきますと、ＵＩＪターンの

ための相談窓口の対応ということでのソフト的

なものと、あと今回お願いしておりますように

公社等をつくるためのコンシェルジュ。こういっ

たもののソフト的な指導、それとしごと創生公

社を設立するための支援と企業参入、この４本

立てで１億9,740万円を要望しております。

その中で今回は4,200万ということでございま

すが、ＵＩＪターンの東京での活動とかいろん

な就農講座、いろんなソフト的なものについて

は、別途、厚労省の国の交付金で対応させてい

ただくということで、これについては継続事業

の中で今やろうということで進めております。

あと、トレーニングセンターについては、こ

のＴＰＰなり産地パワーアップ事業等ができま

すので、こちらのほうでしっかりやって。あと

運営補助を考えてましたけれど、その運営補助

については、今回ふるさと納税をちょっと組み

込んで、その返礼品で収益が上がりますので、

そういったものを少しこの担い手対策に使わせ

ていただけないかということで─これは市町

村の協力が必要ですが、そういった返礼品を使っ

た収益基金をこの中で使いたいなと思っており

ます。

あと企業参入については、6,000万ほど希望し

てましたけれど、今回は急ぐものということで

半分の3,000万でお願いしているところでござい

ます。

○黒木委員 この地方創生の加速化交付金です

けれども、これは農政水産部で申請したものの
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中で、ほかの事業もやっぱり不採択になった部

分があるのか、減額になった部分があるのか、

教えていただきたいのですが。

○戎井農政企画課長 地方創生の加速化交付金

の関係につきましては、全体で、農で呼び込む

移住・ＵＩＪターン促進事業を含めまして、農

政水産部が関係するものとしては計５本事業を

申請をしました。合計額で４億1,096万7,000円

を申請をしたんですけれども、最終的に、先ほ

ど申し上げました農で呼び込む移住・ＵＩＪタ

ーン促進事業のほうが不採択となり、ほかの事

業については採択となったんですけれども、最

終的に旅費等が部分的に削られまして、最終的

についたものについては、プラスＪＥＴＲＯで

攻める輸出拡大産地育成事業が１億2,000万円

余、また、高千穂郷・椎葉山地域世界農業遺産

活用発信事業が2,900万円余と。また、みやざき

里山新ビジネス創出モデル事業が3,700万円余、

また、オール九州・山口農商工連携・６次産業

化推進プロジェクトのほうが1,000万円余という

ことで、全体で46％の採択率ということで来て

おります。

以上でございます。

○黒木委員 この不採択になる、また削減され

る部分というのは、全体の中でどういう部門が。

国がお気に入りじゃなかったら削減されるわけ

ですよね。そういう採択基準とかそういったも

のは、どういうような決め方をされているんで

しょうか。

○戎井農政企画課長 今回、地方創生の申請に

当たりましては、いろんな関係機関であるとか、

民間の活用でありますとか、また農業だけじゃ

なくて、他産業と連携したような取り組みで、

さらに自立と。初めの予算措置をするところま

では支援をするんですけれども、その後、民間

として自立してやっていけるかというようなポ

イントが、その審査の際のポイントになったと

聞いております。

今回、農で呼び込む移住・ＵＩＪターン促進

事業の講評としましては、農業サイドだけの取

り組みのように見えたというところが、今回不

採択になったような主な要因と国からは聞いて

ございます。

○郡司農政水産部長 簡単に言うと、うちから

出した５本のうち４本は、旅費が削られました

けれど、通って、これだけがだめだったという

ことなんです。

これが落ちた一つの原因は、同じＵＩＪター

ンの事業がもう一つ商工から出てまして、２つ

は要らんじゃろうというのが一つあったと思い

ます。この内容について農水省で話したら、モ

デルになる事業だからしっかりやれというふう

に言われているんです。しっかりやれと言われ

ているのに、落ちたのは何でだということがあ

るんですけれども、我々が弁明する場面は全然

なくて、単に書類審査でやられたと。先ほど課

長が言ったように、幾つかの審査項目があると

ころで、どうも２つ出てきているのに、農業だ

けの項目であると、今回の基準には合わないの

ではないのかなということで、もう一個の商工

のやつは満額つけたというようなことの説明を

受けているわけです。

我々としては、まさに農業で人を呼び込んで

地方創生をしようというそういう気持ちもあっ

て、憤りもあって、私、行ってこの話ししたん

ですけれども、農水省ではとってもいい事業だ

とか言われて、どうなっているんだという感じ

はするんですけれども。そういう事務局のとこ

ろもいろんな部局からの人が集まって審査して

いるというようなこともあって、ここまで言っ
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ていいかわかりませんけれど、審査したのは、

経産省の方が審査をしたということで、残念な

結果だったんです。だけど、ここでは終われな

いということで、今回、この補正予算でお願い

をし、ぜひともやってやろうじゃないかという

気でいるということであります。

以上であります。

○黒木委員 宮崎県は全国に先駆けて総合戦略

とか出して、トップランナーという意識でやっ

たのに採択されない部分も結構あると。今後こ

の交付金というのは、ほかのにちょっと変わっ

たりするんでしょうけれども、名前を変えたり

して続くんでしょうから、ぜひ戦略をしっかり

練って取り組んでいただきたいと思います。

○郡司農政水産部長 担い手育成はやはり非常

に大きな課題だと思ってます。皆さんから何度

も言われている志布志のあの公社に負けちゃな

らんと思ってまして、トレーニングセンターと

いう形の打ち出しをしてますけれども、ぜひ地

域に根差した担い手の育成の仕組み、外からも

人を呼び込んで担い手として育てていく。地元

の後継者ともうまく融和をして、人材を育成し

ていく仕組みをぜひこの事業でやりたいと思っ

ていますんで、今後ともまたよろしく御支援を

いただければと思います。

○井上委員 ぜひこれは積極的にやっていただ

きたいって思うんです。特にやり方を工夫する

と。志布志のでおもしろいのは、ＪＡの職員だっ

た方がやめて、そこに張りついてやっておられ

るわけですよ。アイデアそのものが、考え方そ

のものが、今までの自分たちがしてきた農業と

はちょっと違う形の農業をつくり出そうとされ

ている。だから、父親が農業をしてたからその

人がするんじゃなくて、品目自体も変えて、ど

うしたら収益が上がるのかということを考えさ

せた上で、農業公社の中で一生懸命研究もし、

そして自分が実際にもうかっていくだけの農業

にしていくためのスキルを学んでいくと。

すごくいい感じででき上がっていたので、私

たちも行ったときに、この方式っていいんだね

というのを再度自覚した次第です。

ですから、今回、農政の国の予算のあれは67

％ぐらいだったので、２次、３次じゃないけれ

ども、そこに突っ込んでいけるだけの事業。先

ほど部長が言われたような熱い思いと、これか

らの農業をどうつくっていくのかというときの

先見性とか、トップランナーとしての走りよう

というのを見せていく必要があるのかなと思う

んですね。

それで、しごと創生公社のことなんかも、宮

崎型みたいなやつをどこかでつくり上げていか

ないと、単に二番煎じ、三番煎じじゃどうにも

ならないので、そこが一番やっぱりいいんじゃ

ないでしょうか。

それから、この前おたくの職員の方とチョウ

ザメの肉をどうしたらいいだろうかみたいな話

をしたんですよ。キャビアはキャビアとしてあ

れだけれど、残ったシロチョウザメ、シベリア

チョウザメの肉をどうするかという話をしたら、

香味野菜と一緒にまぜたらいいんじゃないかと

いう話をしたわけです。その香味野菜は何なの

かって。

先日、ある肉屋さんと話したら、ミョウガっ

ていうのは、外国の人たちはまたちょっと違う

意味で、新鮮にこのミョウガというのを受けと

めていただいているというのをお聞きすると。

意外や意外、私たちが持っているものの産物の

中でもっと磨きと、それから視点さえ変えれば、

商品になるものっていうのがいっぱいあるん

じゃないかなと思うんですね。
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私はシロチョウザメの肉というのは、確実な

売れ方ができるようにしていきたいと思うわけ

です。だから、真空調理法とかも含めて、その

ときの食材としての香味野菜とかも含めて、何

か研究し、生産性が上がる形で何かつくり出し

ていくことはできないのかとか。ＥＵ含めて、

ほかのところとの海外のあれを頭にちょっと入

れた形で、中間的な中小企業の皆さんとセッティ

ングができるようなことやらも考えていくと、

このしごと創生公社というのは物すごくおもし

ろくなるんじゃないかなと思うんですね。そし

て若い人の発想を入れてですね。

だから、仕事は不思議なもので、おもしろがっ

てやらないと、なかなか効果が出るものではな

いので。そこあたりをどうつくり上げていって、

伸び伸びとした農業というのができていけるの

かというのを視点を変えていかないといけない

と思うんです。

最近のニュースとか見ていると、農業に参入

していく人たちが多い。逆に言ったら、企業が

手を出している部分がすごく多いじゃないです

か。だからそれが実際の直でやってくれる農業

者のところに行かないで企業のほうに行っちゃ

う可能性ってあるので、そこをうまく、主たる

農業者というところにマッチできるようにして

いかないといけないんじゃないかなと思うんで

すね。これはぜひ、県単ででもやろうかってし

たからいいようなものの、これ捨てちゃったら

大変なことになってたなという思いがするので。

今は4,000万かもしれないけれど、億単位の効果

の出ることなので、これはしっかりと仕上げて

いっていただきたいなと。部長が何かあればま

た教えてください。

○郡司農政水産部長 応援のお言葉だとお聞き

したいと思います。ありがとうございます。

なかなかお金がつかなかったことで知恵も出

さにゃいかんということで、今回はトレーニン

グセンターベースですけれども、まさに志布志

よりか工夫したものにしないといけないという

考えは我々にもあります。

それとお金がない中で、しごと創造というこ

とで、今回大久津課長も話をしましたけれども、

ふるさと納税返礼金による収益確保であるとか、

新しい新商品開発といったところにも着手をし

ようと。そして自前でお金ももうける仕組みを

つくろうというようなことも入れ込んで、４カ

所って書いてありますけれど、４地区以上にい

ろんな市町村、ＪＡからもお声がけをいただい

ております。彼らも、もうこの今の担い手の状

況を見ると必死だと思うんですよね。そこでや

はり議論をしながら知恵を出していくこと。こ

の事業でまさに宮崎型、宮崎方式と言われるよ

うな答えを出していきたいなと考えております。

ありがとうございました。

○山下委員 この特Ａですよね、えびの米が非

常に輝かしい成績をとってくれてありがたいん

ですが。特Ａというランク、我々が一番特Ａで

いつも聞いているのが、新潟の魚沼産コシヒカ

リかな、そういう話を聞いているんです。あそ

こはずっと連続でとっているの。

○甲斐農産園芸課長 毎年毎年この審査を行う

んですけれども、そういった新潟の魚沼産のコ

シヒカリとか、そういったところは継続して特

Ａを取得しております。

○山下委員 どれぐらいお米のブランドという

のはあるんですか。

○甲斐農産園芸課長 昨年、全国から139産地品

種がこの食味ランキングに応募いたしまして、

その中で46産地品種が特Ａを取得しております。

○山下委員 ぜひ継続してとっていただきたい
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と思うんです。今まで都城でも食味で検討した

こともあったんですが、有機肥料を堆肥を入れ

過ぎて、尿酸というの、何かＰＨが悪かったり

して、なかなか食味がまずいということを言わ

れてきたんですが。特Ａの幅を広げていこうと

するときに、そういう飼料とかそういうもので、

新たな取り組みを考えておられますか。

○甲斐農産園芸課長 昨年から宮崎米特Ａ取得

対策会議というのを設置いたしまして、地域段

階にも設置しております。その中で食味改善展

示ほというものを設置いたしまして、土壌分析

から施肥設計から、どういったふうにしたら特

Ａがとれるかといったところを進めているとこ

ろでございます。

○山下委員 よろしくお願いします。

それで、この右側のページの続けるという中

で、霧島ヒノヒカリの継続取得ということで、

これが実質ブランド米になっていくわけですか。

○甲斐農産園芸課長 今このブランドにつきま

しては、一番左の活かすというところがござい

ますけれども、そこで認証基準をどうするかと。

特Ａを取得した産地で検査等級が１等とか、た

んぱく質含量が6.5％以下とか、そういう条件を

今、各米の担当者の中で定めているところです。

そういうブランドの基準が決まりましたら、こ

の基準に乗っかるというところで、産地応募い

たしまして産地が決まっていくという段取りに

なっております。

○山下委員 心配したのが、霧島って名前をつ

けると、焼酎の霧島がありますよね。宮崎県と

いう印象がないんですよね。鹿児島という印象

が強くて、どこに行っても、霧島って鹿児島で

しょうと。またそういう新たな疑念を持たれる

名称になるかなと思ったもんですから、検討し

てください。

○甲斐農産園芸課長 委員おっしゃるとおり、

私も霧島は当然宮崎県だと思ってたんですけれ

ども、県外に行くと、何かお相撲さんの霧島が

鹿児島であるということから、鹿児島県という

イメージが強いそうなんですが。このブランド

の名前等につきまして、この霧島地区ヒノヒカ

リというのは、ランキングのための名前でござ

いまして、またブランド名については別途つけ

ることになると思います。

○図師委員 この特Ａの取得に関する事業期間

が今年度だけになっておるんですが、事業内容

を見ますと、活かすに関した事業内容が具体化

されているんですが、その隣にある、続ける、

広がるに関しての今後のビジョンというか、取

り組みはどのように考えてらっしゃるのか。

○甲斐農産園芸課長 ことしは特Ａを取得して

初めてのブランド化ということで、スタートに

こういったＰＲ経費とか、非常に取り組みを加

速しないといけないということで、この補正予

算をとらせていただきましたけれども、これで

勢いをつけて、次年度以降につきましても、こ

の対策を進めたいと思っております。これにつ

いては、既存事業あたりを活用しながら進めた

いと考えております。

○図師委員 もう一点。こちらの計画書の中に

は、32年度までにはその特Ａの取得数を２産地

にしたいということですが、これはあくまでも

最低の目標として、熊本県なんかも３産地がブ

ランド化されているところもありますので、そ

のあたりも次のターゲットというか、えびの以

外のところで何か絞り込みとかされているんで

すか。

○甲斐農産園芸課長 今回５地区出させていた

だいております。沿岸地区のコシヒカリとヒノ

ヒカリ、霧島地区のヒノヒカリとマイヒカリ、
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西北山間のヒノヒカリということで、５地区出

させていただいております。どこも続いてとり

たいと考えておるんですけれども、今いろんな

データを見て有望なのは、西北山間のヒノヒカ

リ、これは美郷町で昨年は出しましたけれど、

そういったところが非常に点数的には有望だっ

たと聞いております。

○井上委員 今回の補正の事業の説明資料の中

で、次のＴＭＲセンターを核とする地域内連携

型畜産生産体制構築事業、これは物すごく期待

しているんです。一般質問でも取り上げました

が、言い方が弱くて伝わらなかったのかなとい

う思いもするんですけれど。私はグルテンフリ

ーから言ってしまったので、ほかの方向でとら

れたかもしれないなと思いつつ、やっぱり配合

飼料ではない、自分ところの飼料生産からした

ものを食べたうちの牛よみたいな、その新ブラ

ンド化、これは大きいんですよね。今から絶対

にここは先駆けてやっとかないといけない内容

だと思うんです。この事業期間が３年間になっ

ているわけですけれど、この３年間の中で、事

業主体である県で連携期間があって、この３年

間でこれ確立できるような力になるのかどうか、

そこを教えていただきたい。

○西元畜産試験場長 事業期間に関して、３年

以内でこの試験がどうかということだと思いま

す。この試験では、資料の９ページの真ん中あ

たりのこの図の中に４つ項目がございます。３

年間の内訳といたしましては、まず１年目にこ

のコントラクターあるいはＴＭＲセンターで飼

料調製の作業体系あるいはＴＭＲに投入する原

料を自動で投入できるような、検量できるよう

な、そういう機械を開発しようとしているのが

１年目でございます。２年目でそれを実際に給

与して評価をするまでが３年目と。その後、今

度はその評価がうまくいくというのは、今の時

点である程度の確証を持っているわけですが、

その評価をもとにその後、４年目以降、実際に

農家に給与していくということになりますので、

試験自体は３年とは考えております。その後、

県全体に広めていこうという考えであります。

○坊薗畜産振興課長 今回、畜産試験場でこれ

まで県産飼料とかを使って牛とか豚の飼育管理

の試験をやってましたけれども、それを今回発

展させて、こういうフィールドで実証していく

というのをやろうとしております。３年間で今

畜産試験場長が申しましたように、一通りの成

果は出していければと思ってます。ただ、今回

のこの試験の対象となるのが、繁殖牛等それか

ら酪農、これをメーンで考えておりまして、最

終的に牛肉を生産する部分は肥育牛になります

から、そこについてはまた次の先の展開になろ

うかと思っております。

○井上委員 なかなかまだ先があれなんですね。

まだ見えてないところもあるので、それをぜひ、

この経過も含めて宣伝しておいていただきたい

んですね。宮崎はそういうふうに取り組んで、

そしてうちは食を提供する側のほうの立場にあ

るわけだから、こういうふうにして安心安全の

ブランドというのをつくり上げていくんだよみ

たいな、そこをぜひ今の時期からでも徹底的に

宣伝をしておいていただきたい。

実際でき上がって、肉質がどうなのかという

のは、まだまだ先の問題なんでしょうけれども、

これがきちんと確立をしていったら、宮崎のブ

ランドは怖いものはないと私は思うんですね。

安心安全に食べるということはどういうことか

といったら、やっぱり口の中に入れたときに、

人間に対する影響というのが─例えば病気の

リスクがこんなに低いですよということになっ
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たら、随分違うわけですよね。だから、これか

ら外国のニュースを見ていただいたらわかるよ

うに、グルテンフリーの問題とかって、結構今

よくニュースになっているわけですよ。だから

そういう意味では、宮崎はそれに先駆けて、そ

ういうふうな言葉は使わなかったとしても、そ

ういうチャレンジをしているという点での宣伝

とかをしておいていただくといいのかなと思う

んですが。まだ課題があり過ぎる。どれぐらい

大きくなるのか、肉質がどうなのかとか、まだ

課題が多過ぎるんだけれども、この取り組みを

この金額だけで終わらせないで、継続していっ

ていただきたいなと思うんですけれども、そこ

はどうなんですか。

○坊薗畜産振興課長 おっしゃるとおり、県産、

国産飼料を使って生産するというのは非常に価

値もあることだと思ってます。ただ、非常に県

産飼料で今いる家畜を全てというのは、なかな

か難しいので、一部分でもそういう取り組みが

できればということで、少し考えてまいりたい

と思います。

○井上委員 将来的には飼料生産のブランドも

していくといいとは思うんですよ。そこまでい

けるかどうかはわかりませんが。だから頭は小っ

ちゃくしないで大きくしといてもらって、そし

てやれることとやれないことがあるから、そこ

は削らざるを得ないところはあるかもしれない

けれども。宮崎県の農業は、そういう意味では

幅広く、ありとあらゆる分野のところでそこで

成功させていける力を持つんだというところま

でやっていただけるといいのかなと思う。これ

は非常に期待するところですので、ぜひやって

いただきたい。

畜産について、私たちは先々いろんなことを

考えないといけない部分があるけれども、それ

をクリアするだけのものが非常にあると思って

ますので、そこをやっていただけるといいのか

なと思ってます。これは期待してます。

○坊薗畜産振興課長 委員おっしゃるように、

非常に畜産、担い手の問題とか、規模拡大が進

むと飼養管理に少し労働力が足りなくなるとか、

いろいろ課題もあります。そういうことで今回、

いろんな生産工程を省力化したりとか、システ

ムづくりして、みんなで畜産をやっていけるよ

うなシステムができないかということをやって

いきますので、この試験でうまくいければと考

えております。

○山下委員 このＴＭＲで右の表に書いてあり

ますけれど、配合飼料が54％上がって高どまり

しているんですよね。減反政策が来年だったか

な、廃止になってくる。米政策に返ってくる。

そうなってくると、ＷＣＳやら飼料米、加工米、

そういう政策だろうと思うんですね、一般米と

ですね。

私はこの中にＳＧＳです。これがもうかなり

データが出てますから、キロ16円ぐらいで上が

るというのが。これを一体にした取り組みは構

想の中に入っているんですかね。

○西元畜産試験場長 今回の試験では、自給率

を向上させるというのが大きな目的の一つです。

配合飼料にかわって、おっしゃるように飼料米

あるいは焼酎かす等も入れるんですが、当然Ｓ

ＧＳもこの中に入れ込んで自給率を向上させよ

うという考えはございます。

○山下委員 まだ周知が末端まであんまり行き

届いてないんで、せっかく各農家とも連携がと

れて今試験が済んでますから、ぜひこれをＴＭ

Ｒの中に一つの取り組みとして普及していただ

くとありがたいと思います。よろしくお願いし

ます。
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○郡司農政水産部長 ありがとうございます。

ＳＧＳにつきましても、２月に御質問をいただ

いた点、私も生産農家のところに行って、ＳＧ

Ｓとごえもんサイロ─ごえもんサイロって

言ったらいかんのかもしれませんけれど、製品

名で済みません─見てきました。やっておら

れる農家から聞くと、非常にいいということで

聞いております。ただ、肥育でも使えるという

話も聞いてまして、それはやっぱり肉質を見て

みないと、確実にいえないのかもしれませんけ

れども、くい込みは非常にいいそうです。これ

ら国産の飼料をうまく使いながら自給率を上げ

ていく、そしてブランド化をしていくというこ

とは、非常に大きな夢のあるプロジェクトだと

考えています。

今までの肥育牛は、濃厚飼料で仕上げていく

という常識があるわけですけれども、少し頭を

やわらかくして、新しい宮崎方式の、これも宮

崎方式、宮崎型になるんですけれども、牛の仕

上げ方をしっかり研究をしていきたい。もとも

とは国産飼料100％の研究からスタートしている

んですけれども、肥育は77％ぐらいまでが、

ちょっとなかなか難しいという状況があります

けれども、少なくとも、宮崎の飼料をうまく使

いながら肉を仕上げていくということをもう少

し真剣にやっていかなければならないと思って

ます。米対策の話もありましたけれど、全てが

つながっているわけですよね。その中でどうやっ

ていくかということについては、これは畜産だ

けではなくて、耕種部門も含めて検討する中で、

このプロジェクトは進めていきたいなと思って

おるところです。

ＴＭＲセンターであるとかコントラクターみ

たいに専門的に餌をつくるグループが育成され

れば、まさにそのことは、一方では可能性は高

まるんだろうと思っています。そういう中で、

牛飼いは本当おいしい牛肉づくりに専念しても

らうという体制を、ぜひ近い未来には実現させ

るように頑張っていきたいとそのように考えま

す。

○山下委員 我々が小さいときからしたら、お

米を牛、豚に食わせるなんて信じられない時代

になってきたんですよね。だけど、やっぱりト

ウモロコシにかわる代替として米が今非常に有

力視されているわけですから、そのことで自給

率も上がるし。去年の12月に農水省に行ったと

きに、クラスターに破砕機やらのるようになり

ましたので、ぜひＳＧＳを普及をしていってい

ただくと。よろしくお願いします。

○坊薗畜産振興課長 ＳＧＳについて、今部長

が申したとおりでございますが、ことし、普及

センター等での実証もやっていきたいと考えて

おりますので、ＳＧＳの利点とか効果をしっか

り示していきたいと思います。

○島田副委員長 部長にお伺いしたいんですけ

れど、12ページの後期計画です。この中で宮崎

方式というのが人財育成の部分ですが、その中

でこれからの農業です。一番私が心配している

のは、やっぱりＴＰＰの問題が絡んで、これか

らどういうふうに生産工程の中にしっかりとし

たコストを下げた収益性のある農業をしていく

かということだろうと思うんですよ。その中で

人財育成もそうなんですが、水田農業から畑作

農業に返るという思いがあるんですよ。

というのは、やはり小規模の面積でどんな農

業をやっても、機械化できない部分があるし、

コストが下げられない。畑作農業であれば大き

く広げて、大型機械化の農業の生産コストが下

がるということになるんですよね。それと作物、

菊とかバラとかカーネーションなんかは、周年
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使えるものなんですよね。これをしっかりとし

た12カ月の工程で組んでいけば、毎月毎月の収

益は生まれるんですよ。それとイチゴとかです。

でも、品種改良もしていかなければならない、

そして他県との競争もしていかなければならな

いということになってくると、非常にこのＴＰ

Ｐ問題に絡んだ長期計画ビジョンというのは難

しいなと思っているんですよ。

実は我々、昭和39年に木材関税撤廃をして、

そのままずっと虐げられてきましたけれども、

補助事業を使いながらやっているんですが、林

家というのはなかなか生まれてきてないんです

よ。そのかわり優良木というのをつくり始めて、

木材の場合は何とか残ったんですよ。この農業

も特別な品種をつくれば別でしょうけれど、そ

れでもやっぱり規模を大きくしなければならな

いわけですから。働く人たちがそれだけの知能

を高めた人であれば、10ヘクタールの規模でも

できるんでしょうけれども、中国の青島のあの

ハウス団地なんかを見ていくと、とてもじゃな

いけれど日本の農業は狭いなと思うんですよ。

この後期計画の中には、やっぱり人財育成と

その規模のこと、そして商品開発のこと、そう

いうのが一番メーンになってくるんじゃないか

なと思うんですけれど、部長の見解はどうです

か。

○郡司農政水産部長 農業の計画についての御

質問でございます。

今回の計画の中で、ここでこうしてこれをお

諮りしているというのは、10月のＴＰＰ合意を

踏まえて、国の対策も踏まえて、もう一回足元

から検討する必要があるということが、策定の

時期をずらしてまで検討した中身なんです。

ＴＰＰということで、外国の大きな資本と戦っ

ていくということを考えた際に、本県の農業生

産の現状は、中小のやっぱり家族経営が中心な

わけですよね。彼らが外国の資本と戦っていく

ためには、やはりスクラムを組む必要があるだ

ろうということで、今回、産地経営体という考

え方を出しています。

産地経営体というのは、産地の持っている規

模感、これと経営体、経営者の持っている企業

感覚、これをあわせ持った集団を育成していこ

うということです。ある意味では、個々の規模

ではなくて、集団の規模で挑戦していこうとい

う考え方です。その上で、企業感覚を持ってしっ

かりマーケットインのものづくりも進めていこ

うという考え方を、この計画の中では一番大き

な課題として取り組もうとしているわけです。

基本的に、やはりもう一回原点に戻って考え

ないかんと思っているのは、誰がどこでどんな

作物をどんな方法でつくっていくのか。これを

しっかりとこの産地経営体という言葉の中で、

地域地域で考えてもらう。我々もそれに対して

しっかりアドバイスをしていくというのは非常

に大事だと思ってまして、それを重点プロジェ

クトの中の販売力をどう上げていくのかという

話、それと生産力をどう向上していくのか。こ

の生産力向上のところには、議員御指摘のとお

りイノベーションというものが非常に大きな力

になるだろうと思ってます。

それから人をどう育てていくか、人財という

ことになるんですけれども。この人財について

も、我が家の後継者というんではなくて、産地

の経営者をいかにつくっていくかという考え方

が大事だと思ってます。これは、先ほど議論の

あった志布志の話と同じで、産地で産地の後継

者をみんなでつくっていこうという考え方をこ

の計画の中でもうたい、今回の補正事業でも出

させていただいているということです。
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もう一つ大事なことは、中山間地域を忘れて

はならないよということです。黒木委員からも

ありましたけれども、中山間地域で人が生きて

いくためには、やっぱり所得が必要です。あわ

せて、中山間地域に人が生きていくためには、

やはり誇りであるとかきずなというのが大事だ

ろうということで、新たにプロジェクトもつくっ

たところであります。

最後に申し上げたいのは、なかなか厳しいと

いうのは確かなんですけれど、私は日本人の心

と日本人の技、技術があれば外国には勝てると、

勝てるように持っていかなければならないと、

そんなふうに考えているところです。

○島田副委員長 そのとおりだと思ってます。

それで部長が今言われました集団的な取り組み

です。これがやっぱり一番これから左右される

んじゃないかと思うんですよ。集団的なやり方

でまとめていく農業経営体というのが、やっぱ

り一番いいんじゃないかなと思うんですよ。

それと中山間地を守るためには、大規模面積

に変わるという部分があるわけですから、日本

人はもともと、手先の器用なたくみの技を持っ

ているわけだから。カナダの木工家具と一緒で、

そういう技を持った責任ある食料づくりです。

これはやっぱり日本の農業じゃないとできない

と思うので、それはこれから夢のチャレンジに

向かって指導していかれれば一番いいんじゃな

いかと思うんです。

だから、もうかる農業にいかにするかという

ところが、そこにかわるんじゃないかと思いま

すので、しっかりと指導方をよろしくお願いし

ます。

○山下委員 ２月やったかな、センサスが出た

んですよね。この５年間で１万2,000人が減少と

いうことで、高齢化も確実に進んでると。今日

まで、先ほど部長が言われましたように、アメ

リカの農業と日本の農業の違い。今までは家族

経営体でずっとやってこれた。これが日本の伝

統文化を築いてきたんですけれど。これが日を

追うごとに、どんどん家族経営体がやめていく。

農地はあいてくる。それを言われるように法人

化した人たち、大規模経営が育っていかないと

いけない。私はこの切りかえが非常に難しいと

思うんですよ。いかに家族経営体から法人経営

にやっていくと、マネジメントやら、とにかく

人を雇用する能力、それをどうつないでいくか、

どう切りかえていくか、これがこの第７次の後

期の計画の一番僕は注力していかないといけな

いテーマかなと思うんです。家畜の生産の維持

にしてもしかり、大事なこの５年間というのを

大規模化していかないといけない。その切りか

えというのを本当にうまくやっていかないと、

その年によって農産物というのは価格変動が

あったり、気候の変動で壊滅的な被害を受ける

こともある。であれば、そこに資金的な対応、

そういう援助の体制をやっていかないと。せっ

かく取り組んだけれども、１年、２年でもうア

ウトになってしまうと。これもかなり懸念され

てますから、そこ辺の法人経営に持っていく考

え方というのをお聞きしたいなと思うんですが。

○郡司農政水産部長 ここの産地経営体とい

う12ページの絵がありますけれども、概念図の

中にありますように、一般的に集団的な組織を

考えたときに、今あるのはＪＡの部会組織、そ

れから集落営農組織、それから法人経営体があ

ると思います。

土地利用型の作物については、法人経営がか

なり出てきてますし、そこが担っている部分が

非常に多いんですよね。実際に法人経営体が、

本県の産出額の担う部分もかなりのウエートが
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あるというのも計画の中に書いてあります。

例えばこの部会組織あたりが、一つの経営体

であるという仮想をして、一つの会社みたいな

ものだと考えて、その中で担い手を育てていく

というような考え方が徐々に浸透していけば、

おのずとその部会の生産をある限られた担い手

が担っていくという形になると思うんですけれ

ども、ここはおっしゃるとおり難しいところで、

初めから法人法人というと、品目によっては小

規模の面積だって高い収益が上げられる施設園

芸もあるわけで、一辺倒じゃないと思うんです。

しっかり産地を一つの会社、組織みたいな考え

方で意識を変えてもらう中で、徐々にではあり

ますけれども、しっかり戦える組織に変えてい

く必要があると思います。それは先ほどありま

したように、どんな作物かということにおいて

も、この規模はそれぞれだと思いますけれども、

家族経営がこれまでずっと我が国の歴史を見て

も農業を支えてきているわけですが、ここらあ

たりで少し舵を切る必要はあるなと思ってます。

これも生産者がみずから気付くということが非

常に大事なところもあるので、ここはこういう

施策を進める中で、ともに語り合いながら方向

を見定めていきたいなと思っているところです。

○山下委員 まさしくそうなんですよ。一法人、

一集落営農にしても、かなりな100町歩、150町

歩の面積を管理しないといけない。もうこの状

況なんですよね。その現状を見たときに、今ま

では外国人の労働者をある程度、中国人労働者

とか研修生を頼ってきたんですが、もうそれも

ほとんど頼れない状況になってくる。であれば、

それだけの面積を管理しないといけない法人に

なってくると、機械化ととにかく機械に合う品

目選定ですよね。これを産地化していかないと

いけないのかなと。そのことを十分この後期計

画の中では議論して、品目の選定、どういう機

械化ができていくのか。その辺をぜひ計画の大

きな柱としてやっていかないと、法人経営も成

り立たない。

そして、今、中国産からかなり国産に大手ス

ーパーもシフトしてきてます。出口はしっかり

しているんだけれど、それを対応できない、産

地の悩ましさもあるんですよ。要望は来るけれ

ど、何をどれだけくださいと、冷凍にしてもで

すね。だけど、それをつくれる余地がないと。

それが労働力の問題であったり、農地の集約が

まだ思う存分にいってない。非常に生産コスト

がかかるということやら、いろんな課題を今抱

えてますから。一つ一つそれをいち早く解決し

て産地化をしていかないと、農業法人でも、生

産性が上がらないんでは、国際競争には勝てな

いと思う。ぜひその認識を持って頑張ってくだ

さい。

○井上委員 畜産団地に行ってみると、おもし

ろいなと思うんですよ。いいなって。牛を預かっ

てる保育所みたいな、牛君の保育所みたいな感

じでいいなと思うんですね。だから、高齢者で

大変だったと思うところを何日間か預けるだと

か、いろんなバリエーションがあって、自分も

育てたい、自分もやっていきたい、その仕事を

やっていきたい、でもきついところがあると。

でも、これを預かってくれる人はいると。

先ほど山下委員からも言われたように、全体

像が見えなくて目の前だけを見るから大変なん

だと思うんですよ。だから、野菜なんかもそう

だけれど、プライベートブランドというのは、

だんだん明確になりつつあるじゃないですか。

だったら、自分たちのところはここはできるけ

れど、ここはできないというのなんかもあるか

ら、全体を見た中の自分はどこの部分をすると
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か、そういうのをしっかりと提案するというか、

フローチャートみたいなのでもいいから見せて

あげるとか、全体を一回見せてあげる。今まで

農業をやってた方は、自分のやり方に固執され

ている部分もあるでしょうし。

先日、農業大学校に行ったときに、岩切さん

の農園を見せていただいたんですけれど、夜、

人が寝ている間に１時間で植えつけが終わっと

よみたいな話を聞かされると、やっぱり私たち

は固定した感覚で物事を考えちゃいかんなと思

うわけです。だから、農業高校の生徒さんたち

なんかは、ああいうことも学びつつ、それから

農業大学校の人もそうだけれど、一方ではこだ

わったものをつくるということが、自分がどう

いうセクションにあるのかというのなんかを見

てみる。だから全体で考えたときに、私はこの

部分を担うみたいなところも含めて、さっき言

われた産地経営体の中で自分はどうしていくと

いうときに深刻さばかりではなく、もうかるこ

とも含めて考えることをみんなでやっていった

ほうがいいんじゃないかなと思った。

畜産団地は、若い人たちが、牛を育てたこと

がない人も雇用してやっていける可能性がある。

そこから踏み込んで何かができる場合もある。

だからやっぱり、今までの牛を飼っている人た

ちの感覚と、あの人たちとはまた全然違う。牛

も元気よく走り回ってましたけれど、狭いとこ

ろで育つよりは、広々としたところで育ったほ

うがいいに決まってると思ったりするので。

ちょっと発想を変えていただくためには、次世

代農業のところも見せてあげたり、いろんなこ

とを知るということ。そこから自分はどこが持

ち場なのかをわかっていただけるようなことを

提供していくということは大事なんじゃないで

しょうか。もちろん農協さんがあるので、農協

さんがそういうところもやっていただけるとは

思いますが、やっぱりそこをしっかりとお互い

で確認し合いながら、宮崎県の農業を受け持っ

た自分たちはどうしていくという感覚を持って

いただけるようにしたらいいのじゃないかなと。

だから、農家の皆さんで、ここが困るという

ところがあったときに、その困るといったのを

そのまま見逃さずに、そこをうまくつかんで変

えていく力が行政のほうにあったら、本当牛の

保育園とかいいと思う。ああいう感覚ってすご

くいいなと思いますけれど、ああいうものが出

てきて、そこに参入していく人もいるみたいな。

そこで雇用も広げていくと。だから、そういう

形を宮崎県でそれを受けとめる、各部ともそれ

を受けとめるというのがないと、商工労働部が

そこをきちんと受けとめてくれているかどうか、

ちょっと私は雇用政策で疑問があるんだけれど

も、そこをしっかりと受けとめる必要があるん

じゃないかなって思うんですよね。

だから、ＪＡさんとの御意見とか入れながら、

今山下委員が言われたのはすごく大きな指摘だ

と思うので、そこ目先を広げていただける力を

ぜひやっていただけたらと思うんです。

○郡司農政水産部長 ありがとうございます。

激励の言葉をたくさんいただいているような気

がしてます。今回の取り組みの中では、産地分

析というものをしっかりやろうということを考

えてます。まさにそれぞれの農業者の立ち位置

をしっかり意識してもらうということで、いろ

んな分析があるんですけれど、例えばマトリッ

クス分析で、これも縦軸横軸何するかなんです。

例えば単価と収量で見たときには、グラフが

あるとすると、Ａの人、Ｂの人、Ｃの人、Ｄの

人とある。それぞれに対してのやっぱり処方箋

は違うんですね。これまで、どうしても農業は
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米中心で、みんなが同じことをやるということ

で、平均概念でいろんな施策を打ってきました

けれども、これからは御指摘のとおりなんです。

それぞれのタイプに異なった処方箋を持たない

と、やっぱり伸びていかないと思うんですよね。

例えば高齢者の方がおられて、なかなか労働力

が足りないということであれば、外部にアウト

ソーシングするとか、サポートシステムをかま

せるとか。非常に優秀な農家の場合は、伸びる

ためには新たな雇用対策が必要であるとか。そ

れぞれの処方箋をしっかりそれぞれのタイプに

合わせて処方してやるというのが、やっぱり大

事なんだろうと思ってます。

もう一つ、非常に大事だと思ってお聞きした

のは、枠を越えるという話ですよね。農業を農

業という産業の中だけではなくて、もう少し裾

野の広い食品産業とも絡めた形の中で考えてみ

るということも非常に大事で。まさにトラック

をやっている方が農業に参入して成功されたり、

いろんなパターンがあるわけです。最後に消費

者の口に届くまでをトータルとして見たときに、

我々がやるべきことは何なのかということは、

そういう産業の枠を越えるような中で検討する

ことも大事だと、貴重な御提言をいただいたと

思っております。ありがとうございます。

○井上委員 最後ですが、私、福祉保健部も物

すごく気になるわけです。高齢のおじいちゃん

やらおばあちゃん、私なんか、がっつり入って

いるんですが、その人たちがパークゴルフとグ

ラウンドゴルフだけしてればいいとは、とても

思えないわけですよ。農業と福祉の関係という

のは、非常に私は強いものがあると思っている

んですね。だから、何かお手伝いできる、それ

によって少し何か対価があったりして、それは

すごい楽しみにもなる。健康の源にもなる。知

恵もある。そういうことやらいろいろ考えてみ

てもらえるといいのかなと。これは福祉保健部

が考えることじゃないのかなと、私は常々思っ

ているところなんですね。

○郡司農政水産部長 最後に。福祉との関連に

ついては農福連携という考え方があります。計

画のどこかにもこの言葉は書いたと思いますけ

れども、これは山下委員が御専門なので、余り

私が言うつもりはないんですけれども。まさに

福祉の場面での農業の役割というのは非常に大

きいと思います。体を動かす中で元気に過ごし

ていただくということもあるし、生きがいにも

つながるわけで、それが生産の一端を担うとい

うことになれば、我がほうとしても非常にうれ

しいことだと思っています。

この農福連携という言葉を今いただきました

けれども、このことについても具体的な事案を

少し山下委員からもいただいておりますので、

ここもしっかりやって、モデルをまずつくって

みたいなという考えでおります。ありがとうご

ざいます。

○右松委員長 議論が白熱しましたが、議案関

係はよろしいですか。大体一通りでたかなと思

います。

それでは、次に報告事項に関する説明を求め

ます。

○戎井農政企画課長 常任委員会資料の19ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

平成27年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いてでございます。

こちらにつきましては、平成27年度の議会に

おきまして承認をいただきました繰越事業につ

きまして、繰越額が確定いたしましたので、御

報告を行うものでございます。

19ページの下の合計の欄に記載しております
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とおり、農政水産部全体で17の事業で、繰越額

は38億1,260万6,000円となってございます。

繰り越しの主な理由といたしましては、右に

書いてございますが、主なものは、国の補正予

算の関係等によりまして工期が不足するという

ことによるもの等でございます。

なお、繰越事業の執行につきましては、関係

機関と連携を図りながら、早期完了に努めてま

いりたいと考えてございます。

以上でございます。

○右松委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はございますでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。

○戎井農政企画課長 農政企画課でございます。

続きまして、常任委員会資料の20ページをお

開きいただきたいと思います。

総合農業試験場の茶業支場における茶穂木の

誤提供事案についての対応について御説明をさ

せていただきます。

１の事案の概要でございますけれども、４月

末の常任委員会で御説明をさせていただいたと

ころでございますけれども、総合農業試験場茶

業支場におきまして、平成25から28年までの間

になごみゆたかという茶の品種の穂木を提供す

べきところを、誤って別の品種を提供するとい

う事案が今般発生したものでございます。御迷

惑をおかけしておりまして、まことに申しわけ

ございません。この件に関しまして、本事案の

対応状況について御報告をさせていただきます。

２のこれまでの対応のところに記載しており

ますけれども、３段目のところにありますよう

に、４月から５月にかけて、各農家に対しまし

て、調査結果を御報告をするとともに、御意向

を聞き取りをさせていただきました。また、あ

わせて再発防止策とともに、損害賠償の検討を

進めてきたところでございます。

まず、３の損害賠償についてでございますけ

れども、考え方としましては、誤提供の発生時

から現在までに各農家が要した諸経費、また逸

失利益等の損害を賠償するというものでござい

ます。

下に①から④まで掲げてございますけれども、

①誤提供苗木の購入費、そして②でこれまでの

営農に要した定植等、あと肥料・農薬等、あと

人件費も含めてですけれども、営農に要した経

費と、また③のところで改植費、そして④のと

ころで逸失利益を、損害賠償の内容としまして、

６月２日から順次各農家に対して、この内容で

説明をさせていただいているところでございま

す。

損害賠償の総額につきましては、現時点で、

まだ各農業者のほうに説明をしているところで

ありますので、まだ確定ではございませんけれ

ども、およそ1,200万円を見込んでいるというと

ころでございます。

次のページの４の再発防止策についてでござ

いますが、穂木最終圃場の設置から穂木提供ま

での各工程におきまして、再発防止に必要な事

項を定めた取扱要領を制定しまして、統一的な

管理・運用を行うことで再発防止を図ってまい

る考えでございます。

具体的には、下の丸のところの再発防止策の

ポイントと書いてございますけれども、今回の

事案が発生した大きな問題点としましては、こ

れまで担当者が１人で管理をしていたと。しか

も、管理台帳も整備をされていなかったという

ような状況がございます。こういったところを
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しっかりやることが、二度と起こさないことに

つながると思っておりまして、①のぽつの１つ

目にもありますように、監督者、責任者等を定

めまして、内部牽制体制を敷くことで組織的な

責任の明確化を行うと。またあわせて、ぽつの

２つ目にありますように、管理台帳等を整備し

て、記録・チェック体制をしっかりやるという

ことを考えております。

また、穂木の生産・提供につきましては、今

後ミスを生じさせないように、②のところのぽ

つの１つ目にありますように、分散する圃場を

１カ所に統一をするということと、これまで実

施してきた個別農家への穂木提供、こういう個

別対応してきたわけでありますけれど、こういっ

たことは行わず、統一的にやるという等の措置

を講ずることで、効率的な生産・提供体制の整

備を行っていきたいと考えております。

５の今後の対応でございますけれども、今後、

可及的速やかに各農家との和解契約の締結と、

また損害賠償の支払いを進めるとともに、農家

に対しましては継続的なフォローアップを実施

するとともに、適正な穂木の生産・提供の徹底

に努めてまいりたいと考えてございます。

続きまして、23ページをお願いします。

平成28年の熊本地震に伴う被害状況と支援状

況について御説明をさせていただきます。

地震発生から２カ月余りを経過いたしました。

６月10日の時点での被害額の確定値と支援状況

について御報告を申し上げるものでございます。

まず、１の被害状況になりますが、前回４月26

日の常任委員会のほうで御報告をさせていただ

きました数値から、さらに被害調査が進みまし

て、（１）の農業施設等の被害でございますけれ

ども、前回の報告時と比べて、表中区分の２段

目のところで農業施設、こちらの１つ目の丸の

防霜ファンの被害が１カ所ふえておりまして、

合計で15カ所、被害額は合計1,800万円余りと

なってございます。

次に、（２）の農地等の被害でございますけれ

ども、前回報告させていただいた数値から、農

地被害では、田畑の法面崩壊が16カ所ふえて75

カ所、また農業用施設におきましては、水路、

道路の崩壊が７カ所ふえまして19カ所というこ

とになって、合計で94カ所、被害額は１億3,000

万円となってございます。

次に、（３）の水産関係の被害でございますけ

れども、前回報告時からは被害箇所の増加はあ

りません。２カ所で合計被害額としては350万円

余となってございます。

これら全てを合計いたしますと、（４）の被害

総額として１億5,184万8,000円となってござい

ます。

次に、２の支援状況になりますけれども、（１）

の災害復旧への支援としましては、関係機関・

団体等と情報共有しながら、県、国の災害復旧

事業の活用によりまして、農地等の復旧支援を

行うとともに、日ごろの営農指導を通しまして、

経営支援を地域の支庁・農林振興局が中心と

なって実施しているところでございます。

また、（２）の誘客支援といたしましては、ゴ

ールデンウイークを中心に、県内約2,000名の

キャンセルが発生したということで、農家民泊

の誘客対策としまして、50％の体験宿泊割引券

を来週二十日から発行しまして、夏休みの誘客

支援を進めてまいりたいと考えております。

地震による被害及び支援の状況については、

以上でございます。

○右松委員長 ２時間ちょっと超えましたんで、

５分ほど休憩をとりたいと思います。

暫時休憩いたします。
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午後３時０分休憩

午後３時７分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

○原ブランド・流通対策室長 ブランド・流通

対策室でございます。

24ページをお願いいたします。

農水産物の輸出の現状と今後の取組について

でございます。

まず、１の輸出体制の整備でございますが、

これまで、みやざき東アジア経済交流戦略に基

づき、東アジアを中心とした輸出の展開を図る

ため、農林水産団体を初めとする関係団体で組

織しますみやざき『食と農』海外輸出促進協議

会を設立して、オールみやざきの体制で輸出に

取り組んできたところでございます。

さらに、平成25年には香港事務所を設置しま

して、現地のニーズ情報等の収集・提供や販路

開拓体制の強化を図ったところであります。

そのような中、本年３月にみやざきグローバ

ル戦略を策定し、東アジアを核としながら、北

米やＥＵなど世界市場を見据えた海外輸出に取

り組むこととしているところであります。

次に、２の本県産農水産物の輸出実績であり

ます。

まず、（１）の品目別の表の平成27年度の列の

計の欄に記載しておりますとおり、金額が25

億1,600万円、対前年度比143％と大きく伸びた

ところでございます。農産物、畜産物、水産物

ともに伸びておりまして、主に、カンショ、牛

肉、養殖ブリを中心に増加したところでありま

す。

２の国・地域別実績の表にございますとおり、

香港など、東アジアの堅調な伸びに加えまして、

アメリカやＥＵなども大きく増加しているとこ

ろでございます。

次の25ページをお願いいたします。

３の今後の主な取組ですが、３つの柱を立て

ておりまして、まず、（１）の「攻めの姿勢」に

よる地域別輸出拡大の取組としまして、東アジ

アについては、九州各県との連携などを進め、

また、新たな輸出品目の開拓にも継続して取り

組んでまいります。

また、北米、ＥＵにつきましては、国内外の

消費者等と連携しまして、本県産品の知名度向

上等を図りながら、一方で、加工施設等の県内

の輸出環境の整備を進めてまいります。

次に、（２）の輸出に挑戦する産地・企業づく

りでは、ＪＥＴＲＯと連携した人材育成、さら

には、輸出先国のニーズや基準に対応した生産

体制の整備を進めます。

（３）の海外における取引先づくりでは、国

内外の商社や物流業者との連携を図りながら、

香港事務所さらには北米やＥＵに設置しますコ

ーディネーターからの情報を生かした販路開拓

に努めてまいります。

本年度は、参考で記載しております事業によ

りまして、今御説明しました取り組み等を推進

することといたしております。このような取り

組みによりまして、４に掲げております本年度

の輸出目標28億8,000万円の達成を目指してまい

りたいと考えております。

以上であります。

○大久津農業経営支援課長 農業経営支援課で

ございます。

委員会資料の26ページをお開きください。

新たな担い手の確保・育成対策の取組につい

てであります。

初めに、Ⅰの地方創生に向けた多様な担い手

の確保について御説明いたします。
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まず、首都圏での取組として、宮崎ひなた暮

らしＵＩＪターンセンターを拠点に、新たに①

の就農相談会を５回開催し、大阪、福岡での県

外相談会等を含めた成果として、Ｉ・Ｊターン

が49名、Ｕターンが25名と新規就農者が増加し

ております。

②の就農講座では、移住希望者が本県農業を

基礎から学べる講座を開設しまして、既に３名

が就農しており、今年度は、昨年度の参加者へ

のアプローチも含め、より目的に応じた講座の

開催や市町村と連携した移住対策等も充実した

いと考えております。

次に、県内での取組ですが、県農業振興公社

をワンストップ窓口として、７回の就農相談会

や普及センター等で年間延べ1,200件ほどの相談

に応じておりますが、本年度はさらに多くの市

町村、法人等と連携した合同相談会を開催する

とともに、宮崎方式の営農支援体制を本年度か

らスタートさせ、新規就農者の研修の受け皿と

なるしごと創生公社の整備を進めてまいりたい

と考えております。

次に、27ページの④のお試し就農ですが、人

材派遣型の就農研修によるマッチングを行いま

して、求職者側は自分の適性を、農業法人側は

求める人材の見きわめが可能となり、就農定着

率の向上が期待されております。

昨年度後半からの取り組みでしたが、45名が25

法人で研修を受け、19名が既に就農し、うち11

名は県外移住者であります。本年度は、事業評

価も高いことから予算を拡充し、積極的な活用

を推進したいと考えております。

次に、⑤の援農隊ですが、時期的に集中する

農作業の雇用を、他品目や集出荷、加工場など

を組み合わせて、熟練者の継続雇用・調整を行

う援農隊を育成しまして、規模拡大等を支援す

るものであります。

昨年度は、ＪＡと農業法人の各グループが参

画した県協議会の発足と、県内３地域をモデル

に雇用労力の実態把握に努めまして、本年度は、

具体的援農隊の組織化を進めたいと考えており

ます。

このような取り組みにより、先日、公表いた

しました平成27年度の新規就農者は、一番下に

ありますとおり、前年度より81名多い341名を確

保できたところでございます。

続きまして、28ページのⅡの県立農業大学校

の総合研修拠点化による力強い担い手の育成に

ついて御説明いたします。

①のトップランナー養成塾では、地域リーダ

ーを目指す若手農業者を対象に、知事を塾長と

いたしまして、マネジメント能力に特化した講

座を実施し、第１期生19名が卒塾いたしました。

本年度も引き続き開催するとともに、１期生

のフォローアップや受講生間のネットワーク強

化、そして普及指導員の指導能力向上にも活用

してまいります。

続きまして、②の次世代型農場チャレンジファ

ームでは、農大校の実習圃場10ヘクタールを活

用し、民間と連携した２つの大規模モデルの経

営実証に取り組み、農大生や担い手農家等を対

象に、先進技術や機械化等の研修を随時実施し

ているところでございます。

今年度は、引き続き、畑作での実証に加え、

水田の裏作までのフル活用に取り組むため、排

水対策の整備を行う予定であります。

最後に、③の農業大学校の農業高校との連携

強化及び農業法人との連携協定についてであり

ます。

少子化が進む中、農業高校と農大校の一貫教

育体制を構築いたしまして、早い段階から農業
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を志す人材確保のための検討を高鍋農校と進め

ております。29年度からの本格実施に向けまし

て、指導者間での実習視察や農業機械の相互利

用等に取り組んでいるところでございます。

また、法人経営体が求める学生を育てるため、

農業法人と連携協定を締結いたしまして、イン

ターンシップや就職マッチング会を強化してい

るところでございます。

今年度は、高大間で学生同士の交流や農業高

校のオープンキャンパスに参加した中学生を農

大校へ直接案内するなど、そういった仕掛けと

ともに、宮崎産業経営大学との協定による経営

教育の充実強化を図ってまいりたいと考えてお

ります。

これらの取り組みによりまして、農大校の入

学者数も下にありますように、定員枠の65名に

近づきつつあり、実践塾も定員を上回る17名が、

本年度は７月から入塾する予定でございます。

今後とも、日本一の農業大学校を目指した人

材育成について、しっかり取り組んでまいりた

いと考えております。

説明は以上でございます。

○花田農地対策室長 農地対策室でございます。

委員会資料の31ページをお開きください。

農業委員会等に関する法律の改正についてで

あります。

まず、１の法の目的ですが、農業委員会の組

織等について定め、農業の健全な発展に寄与す

ることを目的としております。

２の主な改正の概要ですが、まず、①農業委

員会の必須業務が、農地法等による権限事項の

みならず、担い手への農地の集積・集約化、遊

休農地の発生防止・解消、新規参入の促進とい

う、農地利用の最適化業務に重点化されたとこ

ろであります。

なお、農業委員につきましては、②③にあり

ますように、選出方法が、公選制から推薦・公

募等による市町村長の任命制に、認定農業者が

過半を占めること及び中立的な者を１名以上置

くこととなりまして、また、④にありますよう

に農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委

員が新設されまして、⑤にありますように定数

につきましては、農業委員は現行の半数程度が

上限、推進委員は100ヘクタールに１人が上限に

なりまして、さらに⑥としまして、農業会議は

一般社団法人化され、農業委員会はサポート組

織として、農業委員会ネットワーク機構に指定

されたところであります。

３の新制度への移行時期ですが、法が公布さ

れました昨年９月から本年３月までに任期満了

予定でありました都城市、小林市につきまして

は、本年４月から移行しておりまして、その他

の23市町村が29年７月、日南市につきまして

は、30年７月の移行が必要となっております。

４の両市の移行状況についてでございますけ

れども、両市とも両委員への併願もあったとこ

ろでありまして、最終的には下段の委員数にご

ざいますように、都城市は、農業委員が47名か

ら法の上限の24名に、推進委員を40名の体制、

小林市につきましては、農業委員が35名から19

名、推進委員を19名の体制になったところであ

りまして、女性の農業委員の割合につきまして

は、都城市が29％、小林市が16％と高くなって

おります。

今後、委員会制度や移行が円滑に進むよう、

連携を図りながら進めてまいりたいと考えてお

ります。

説明は以上であります。

○坊薗畜産振興課長 畜産振興課でございます。

委員会資料の32ページをお開きください。
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まず、おわび申し上げます。32ページの２の

これまでの取組成果と課題の１行目でございま

すが、本県の農業産出額の産の字が算数の算に

なってございまして、産業の産に訂正をお願い

したいと思います。済みません。

それでは、説明いたします。宮崎県畜産新生

推進プラン（案）の策定についてでございます。

まず、１の策定の趣旨でございますが、平成25

年度から27年度までの３年間、畜産新生プラン

をつくりまして、さまざまな口蹄疫からの復興

について取り組みを進めてまいりました。これ

までのこの３年間の成果を生かしながら、残さ

れた課題について継続して取り組むとともに、

新たに出てまいりましたＴＰＰとか生産基盤へ

の強化、こういう課題を踏まえまして、畜産の

新生をなし遂げるため、後継となるプランを策

定したいと考えております。

２のこれまでの取組成果と課題でございます

が、下の表に各項目について、これまでのプラ

ンの成果等について出してございます。これを

見ますと、一例を挙げますと、下から２番目で

ございますけれども、販売力の強化の中の輸出、

こういうものでは208トンということで目標を達

成したものもございますけれども、一番上の生

産性の向上の肉用繁殖牛の分娩間隔の短縮とい

うものにつきましては、なかなかまだ達成がで

きてないということで課題も残ったところでご

ざいます。

こういうことを踏まえまして、33ページのほ

うに新しいプランのポイントを出しております

けれども、まず、（１）にありますように、新た

に取り組む事項といたしまして、新しいプラン

におきましては、先ほど申しました生産基盤の

強化、それと、これまで口蹄疫の復興というこ

とで牛と豚を中心に書いておりましたが、今回

は鶏を追加しているということで考えておりま

す。

それから（２）の取組事項でございますけれ

ども、３つの重点事項について、３つの視点で

取り組むことといたしております。

まず、視点１「生産力」の向上でありますけ

れども、やはり生産力を上げるために生産基盤

を強化し、そしてこれまでやってきました生産

性の向上等に取り組んでいくことといたしてお

ります。

それから、視点２の「人財力」の強化でござ

いますけれども、担い手が減少している中で、

いかに地域の担い手をつくっていくか、その担

い手をいかに支えていくかというところに頑

張ってまいりたいと考えております。

それから、視点３「販売力」の強化でござい

ますけれども、これにつきましては引き続きブ

ランド力強化による取引拡大や畜産関連産業の

機能強化に取り組むことといたしております。

また、防疫体制の強化につきましては、これ

まで同様、水際防疫、地域防疫、農場防疫、万

一の発生に備えた迅速な防疫措置といった４つ

の柱をベースとして取り組んでまいります。

次に、34ページをお開きいただきたいと思い

ます。

畜産新生推進プランの新しいプランの概要を

示しておりますが、まず目指す姿といたしまし

て、全国のモデルとなる安全・安心で付加価値

や収益性の高い畜産の構築、これは前のプラン

と同等でございますが、これに宮崎県の畜産の

成長産業化を目指すということで示しておりま

す。

第１章では、プラン策定に当たっての総括を

掲げておりまして、第２章では、全体像を示し

ております。
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位置づけといたしまして、今回改訂いたしま

す第７次宮崎県農業・農村振興長期計画（後期

計画）の畜産版のアクションプランということ

で策定をさせていただきたいと思ってます。

それから計画期間については、長計と同じ５

年間。目標値につきましては、それぞれまた掲

げたいと思っておりまして、右の35ページのほ

うにお示しいたしておりますが、それぞれの３

つの視点ごとに各項目で目標値をまた掲げて取

り組んでまいりたいと考えてございます。

左に戻っていただきまして、第３章では、先

ほど申しました３つの視点について取り組む施

策等について書き込みをいたします。

それから、一番下、第４章の推進体制でござ

いますけれども、プランの全体的な進捗管理、

推進を行う推進会議を設置いたしまして、その

下に個別課題ごとの部会を設けて取り組んでま

いりたいと考えてございます。

次に、別冊、お配りいたしております畜産新

生プラン、これで中身を一つだけ、一例。

８ページをお開きいただきたいと思います。

こちらに第３章で施策ということで書いてご

ざいますけれども、今一番課題となっておりま

す生産基盤の強化ということで、その中の肉用

牛の繁殖雌牛、これを目標を立てまして、それ

ぞれの現状と課題を示し、そしてその目標を達

成するための取り組み内容を各項目ごとに示し

ております。こういうことによりまして、それ

ぞれのプランの実行に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。

それから、常任委員会資料の33ページにお戻

りいただきたいと思いますが、33ページの４の

スケジュールでございます。現在、このプラン

につきましては、生産者とか関係団体のほうに

お示しして、いろいろ御意見を伺っているとこ

ろでございます。この報告の後、７月には新し

いプランを策定したいと考えております。

以上でございます。

次に、常任委員会資料の36ページをお開きい

ただきたいと思います。

公益財団法人宮崎県口蹄疫復興財団の取組と

成果等について御報告をいたします。

財団につきましては、５年間実施してまいり

ましたが、今般、方向性が出ましたので、これ

までの取り組み等について御説明させていただ

きます。

まず、１の財団の概要でございますが、23年

の３月に設立をいたしまして、出資金等につき

ましては、県からの出捐金が1,000万円、そして

ファンドとして1,000億円が３月に積み立てられ

ております。このファンドにつきましては、こ

としの３月29日付で県に全額返還をいたしてお

ります。

（３）の事業につきましては、ファンドの運

用益、年間６億円、総額30億円をもとに５年間

で口蹄疫からの復興、再建に係る事業に取り組

んできたところでございます。

２のこれまでの取組と成果等についてでござ

いますが、当初２年間、これにつきましてはス

ピード感を持って復興を後押しするために５つ

の分野に取り組み、プレミアム商品券など即効

性のある短期的な事業に相当の支援を行ってき

ております。

25年度からの３年間につきましては、復興か

ら新たな成長へということを視点に、関連する

事業に支援をしてきたところでございます。

この結果、下にありますように、５カ年合計

で28億2,042万円の支援を行ってまいりました。

次に、これまでの成果等でございますが、右

のＡ３の資料、ちょっと字が小さくて大変申し
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わけございませんが、Ａ３の見開きでお願いし

たいと思います。

一番上に口蹄疫復興に係る県の対応というこ

とで、平成22年の口蹄疫から復興に当たりまし

て、いろんな財源、基金もございますし、国か

らの補助金、国の基金等いろいろなものを使っ

て復興に取り組んできたところでございます。

ファンドもそのうちの一つということでいろん

な取り組みをいたしておりまして、中ほどの欄

にそれぞれの分野ごとに実績それから主な成果

等をお示しいたしております。

その主な成果等の欄でございますけれども、

左のほうの農業・畜産新生分野、それからフー

ドビジネス振興分野の欄で少し御説明をいたし

ますと、当初２年間では、牛肉プレミアム商品

券、こういう即効性のある事業によりまして、

県産牛肉の消費拡大等を行ってきたところであ

ります。25年度からは、肉用牛の生産性向上を

図るための機器導入支援やフードビジネス振興

のためのいろんな取り組みに対して支援をして

きたところでございます。

それから、中ほどの商工・中小企業振興分野

及び観光・誘客対策分野の欄をごらんいただき

ますと、これも同様に、当初の２年間では、プ

レミアム商品券の発行など即効性のある取り組

みに対して支援を行いまして、25年度からは成

長産業化に資する取り組みとして、商工団体が

行う活性化の取り組みなどに支援を行い成果を

上げているところでございます。

誘客対策につきましても、観光入り込み客が

着実に増加しているという状況でございます。

一番右の地域振興分野それからその他の分野

のところでございますけれども、この分野では、

特に口蹄疫から大きな被害を受けました児湯地

域の町村を中心に支援を行っておりまして、西

都・児湯地域の中では、高鍋町の花守山、それ

から都農町の道の駅など新たな観光資源や拠点

づくりなどが行われ、その他の市町村におきま

しても、地域の活性化に貢献をする事業に支援

をしてきたところでございます。

口蹄疫ファンド事業は、本県の畜産の新生の

みならず、商工・観光、地域振興など、県内経

済の活性化に大きく寄与したものと認識してお

ります。

しかし、一方では、一番下のほうに数値で現

状の指標を出してございますけれども、農業産

出額、畜産産出額は伸びておりますが、一番下

の③家畜の飼養頭数、この部分につきましては

まだ完全に戻っていない状況等もございますの

で、引き続き取り組みが必要であると考えてお

ります。

なお、別冊でこれまでの取組と成果をまとめ

ておりますので、後ほどごらんいただきたいと

思います。

左のページに戻っていただきまして、３の財

団の今後についてでございます。先日６月８日

に行われました評議員会におきまして、平成28

年８月31日までを存続期間とする。それから残

余財産については、宮崎県に帰属させるという

ことで決定がなされたところでございます。と

いうことで財団については、ことしの８月31日

をもって解散という方向になったところでござ

います。

以上、御報告を申し上げます。

○右松委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項についての質疑をお願いいた

します。

○図師委員 まず、総合農業試験場茶業支場の

件なんですが、心配しておりました損害賠償の

額が1,200万程度ということですが、これは参考
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の中にありますが、本数が４万2,410本、14戸に

関する総額として理解してよろしいでしょうか。

○戎井農政企画課長 全体の総額として1,200万

円を今見込んでいるという状況でございます。

まだ額につきましては変動があり得ると考えて

ございます。

○図師委員 その程度で済んでよかったと私は

こう感じてしまったんですが、ここにあります

ように損害賠償の内容も全てひっくるめた内容

が1,200万ということなんですね。わかりました。

それは理解いたします。

そして、飛びますが、34ページの畜産新生推

進プランの内容なんですが、プランの内容はお

見事で、理想的な内容がつくられておるとは思

うんですが、要はこれをどう現場に落とし込ん

でいくのか。各生産者までには行き届かないに

しても、それを指導していくというか、統括し

ていくような組織には落とし込んでいってほし

いなと思いまして。特に、第４章の推進体制の

中で、今後、推進会議や管理する部会等を設置

して協議を行うということなんですが、これは

どういう組織として考えたらよろしいんでしょ

うか。

○坊薗畜産振興課長 まず、一番上に畜産新生

推進会議というのを設けたいと思ってます。こ

の別冊の31ページのほうに示しておりますけれ

ども。この中では、県それから農業団体の長で

あります中央会とか、それから経済連、あとそ

れぞれの関係団体の代表者等を含めて、全体の

進行管理をやっていきたいと考えてます。

その下に生産部門の部会とそれから販売とか

輸出等を行っていくような部会、あと防疫の部

会というのをそれぞれ設けまして、それぞれの

分野で視点ごとに取り組みをしていきたいと

思っております。当然そこで検討もしますし、

進行管理も行っていきたいと考えてます。これ

は県段階です。その下に各地域ごとに、また推

進部会を設けまして、これは県の出先機関とか

各農協とか、生産者代表も入ると非常にいいん

ですが、そこまでは今まだ書き込んでおりませ

んが、そういう地域段階での推進部会もつくっ

て、県の段階それから地域の段階で両輪で動か

していきたいと考えてます。

○図師委員 理解はできましたが、要はこの31

ページの図の一番下の地区推進部会において、

市町村とかＪＡのところまでおりていくと。先

ほど言われた生産者の代表のところまでは入っ

てないがということなんですが。できれば、そ

のＪＡの畜産部会の部会長ぐらいまでは説明が

いって、そこから生産者の声がフィードバック

されるような体制がいいとは思いますが、いか

がでしょう。

○坊薗畜産振興課長 部会としては今のところ

こういうことですけれども、この部会の中で、

生産者の方々にしっかりプランの中身、これを

お示しして、生産者と関係団体が一体となって

このプランの実現ができるように取り計らって

いきたいと思います。

○図師委員 要はこのプランというのは、これ

が軸となって事業化・予算化されていくのが今

後出てくるんでしょうし、今までの事業なんか

がさらに拡大されていくと思います。そこに生

産者の声が反映されるというのが一番中身が埋

まっていく、濃くなっていくものだと思います

ので、よりよい体制づくりを目指していただけ

ればと思います。

○坊薗畜産振興課長 それぞれ目標を立ててお

りますけれども、これを達成するためには、生

産者の方々の力なしではというか、生産者の方

々に取り組んでいただかなければできないとこ
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ろも非常に多うございますんで、一緒になって

頑張っていきたいと思います。

○山下委員 26ページの新たな担い手確保はこ

の事業で進めていくけれども、就農する人たち

は、やっぱり園芸関係が多いと思うんですよね。

この畜産新生プランの８ページに32年度は８万

頭。だけど現実は、もう御案内のとおり無理。

私はこの数字を具体的にどう努力していけばい

いのかなということを思いながら、いろんな会

に行ったときにいつも挨拶で言うんです。

結局今、和牛も、酪農にしても大動物という

のは、新規就農は全く入れないんですよね。設

備投資から技術から、とても新規では追っつか

ない分野ですから。ほとんど和牛農家も高齢化

ですよ、平均年齢が67歳、68歳ですから。今、

平均価格が80万、90万台になってきて、和牛の

特に素牛というのは、資源の枯渇というのは、

本当その道をずっと突き進んでるわけですから、

今やっぱり和牛の素牛の生産といえば、北海道、

鹿児島、宮崎ぐらいしかないと思うんですよ。

私は会の中で集まりに行ったときに、経営者

に言うんですけれど、自分たちの子や孫、この

人たちを就農させんですかと。というのは、我

が家に帰ったら施設もあるし、機械もそろって

るし、お父さん、お母さんの技術力がある。そ

こに子や孫が入ってきてくれる。そして５年、10

年の、じいちゃん、ばあちゃんが元気な間に技

術指導やら農業に対する魅力、この話をずっと

してきたんですよ。そしたらこの前、家畜場に

行ったら、息子が消防署をやめて農業をやると。

それぐらいの思いを伝えられて、非常に僕はよ

かったなと。僕は10人の人に話をして、１人で

もそこに当たって、その人が就農してくれたら

いいがなという思いで毎日そういう活動をして

いるんですが。

だから、ぜひ農政水産部挙げて、この32年度

の８万頭を、やっぱり生産維持拡大をやってい

こうというんであれば、この牛の世界では、も

うそれしかないと思うんですよ。もちろんＪＡ

も規模拡大、事業参入してもらわないといけな

いんですが、私は、せっかくここまで和牛を守っ

て育ててくれた人たちに、牛飼いの魅力を伝え

て、自分の子や孫が帰ってきて、あと就農して

くれないか。そのことをぜひ強烈に進めていた

だきたい。そのことに対しての何か魅力ですよ。

何か訴えるものというのは、皆さん何か考えて

おられますか。

○坊薗畜産振興課長 ここに書いてあります８

万頭という目標を立てました。今７万5,800頭で

すんで、これから4,200頭を増頭させなくてはい

けないんですが、なかなかこの4,200頭を増加さ

せるというのは、高齢化している農家がやめて

いく中で、純増。もとに戻せばいいんですが、

それ以上にふやさないといけないということで

ございますんで、委員おっしゃるように、後継

者の方々が帰ってきてやっていくというのは、

非常に魅力のある話だと思ってます。

今の価格が非常にいい。経営的には、今繁殖

牛はいいと思ってますんで、そういうところも

含めて、それから地元で地元の草を使って地元

でやっていけるという魅力等をしっかりとお示

しして、今実際やられて50代、60代、70代の方

々にお話ししながら後継者を呼び込む、呼び込

むというか戻していただけるようにしていきた

いと考えます。

○山下委員 今、和牛の生産で仮に90万した場

合に、所得は何ぼになりますか。

○坊薗畜産振興課長 子牛の生産費調査でいき

ますと、１頭大体50万から55万。済みません、

ちょっと正確な数字はあれですけれど、大体50
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から55万程度が生産費でございますんで、90万

でありますとその残り。それと労賃が所得にな

りますから、60万程度の所得になろうかと思い

ます。55万の生産費の中には十数万労賃が入っ

ており、その分は所得に入りますんで、そのく

らいの金額になるんではないかと、推計でござ

います。

○山下委員 子牛の安定基金、あれ37万ぐらい

でしたかね。

○坊薗畜産振興課長 基金そのものは今32万程

度ですが、これに家畜繁殖経営支援事業という

ことで上乗せした支援事業がございまして、そ

れの基準価格が※43万円です。

○山下委員 今、和牛は農業分野でも最高の所

得率の高い分野だろうと思うんですよ。だから、

そういうものを訴える力ですよね。ＪＡの生産

組織も交えて、もうちょっと詰めていただいて。

というのは、やっぱりＴＰＰの不安があるん

ですよ。いつかは安くなるんじゃないかとか。

その不安を払拭していくこと。いわゆるサラリ

ーマンになって、サラリーが300万400万の所得

があると思うんですが、それ以上に魅力がある

んだよという数字を具体的に農家等に理解させ

ていただいて、ＪＡ組織がもうちょっと詰めて

いただいて、その魅力発信をぜひしていかない

と、この目標というのは、とても追いつかない

と思うんですよ。

○坊薗畜産振興課長 まず、訂正をさせていた

だきます。申しわけございません。数字が今出

てまいりまして。保証基準価格が33万7,000円で

ございます。これに上乗せをした事業の基準価

格が、ことし45万になってございます。そうい

うことで今の金額とすれば、かなりまだ低い金

額が保証されてますけれども、委員おっしゃる

ように、今後、肉用牛というのが、将来にわたっ

ては基幹産業としてしっかりやっていけると

思っておりますんで、後継者の方たちにもこの

魅力を伝えていければと思います。ちゃんと保

証もされます、餌も地元でとれます。しっかり

やっていくことができると思いますんで、頑張っ

てまいります。

○山下委員 いっぱい言いたいことがまだある

んですけれども、これはぼちぼちまた皆さん方

にも相談していきたいと思うんですが、とにか

く農業の魅力を伝えていただくこと。去年、イ

タリアのミラノ博に行ったときに、とにかく日

本の食、安全・安心というので、注目を浴びて

るわけですから。だからそういう魅力発信を農

家サイドにもどんどん発信していただいて、やっ

ぱり伝えていただかないといけないかなと思っ

てますので、ぜひ努力してください。

○河野委員 勉強させてください。農業委員会

のこの法律改正の中で、農地利用最適化推進委

員の新設とございますが、この業務内容を具体

的にもう一回確認させてください。

○花田農地対策室長 具体的な業務内容としま

しては、現場の活動ということでございまして、

農地のパトロールなり、農家さんに戸別訪問し

ていただいて、意向調査あるいは相談活動をやっ

ていただいたり、農地の掘り起こし活動なり、

あるいは集落座談会等でのいろんな意見を出し

ていただくというようなことが業務になってお

ります。

○河野委員 農業委員の業務の中で、耕作放棄

地関係の調査等をやられてたと思うんですね。

それを結局、農業委員は半減させて、そしてこ

の委員にその業務を特化して付託していくとい

う考え方でいいんでしょうか。

○花田農地対策室長 引き続き、農業委員さん

※このページ左段に訂正発言あり
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についても現場活動はやっていただくんですけ

れども、機動的な農業委員会というようなこと

にするために、合議体としての意思決定を行う

のが農業委員さん、現場で主に活動いただくの

が推進委員さんというような位置づけになった

というようなことでございます。

○河野委員 例えば小林市は、推薦・公募で農

業委員さん28、最適化推進委員さんが29であっ

たのを19、19にするということは、これ絞り込

んだということですよね。この中で、減ること

によって、地域の偏りというかそういうことは

どうなんでしょうか。

○花田農地対策室長 農業者の数と農地面積に

応じて農業委員さんの上限というのが定まって

おります。今回、小林市さんにつきましては、19

名が上限になったということでございます。最

適化推進委員につきましては、100ヘクタールに

つき１人ということなんですが、具体的には報

酬等の関係もございまして、その人数につきま

しては、小林市さんでは上限が66名までできる

んですけれども、やはり予算関係等もございま

して絞り込まれたというような状況になってお

ります。

○河野委員 その地域バランスというのは……

○花田農地対策室長 済みません、農業委員さ

んについては全体を網羅するというような形で

すけれども、推進委員さんにつきましては、地

区ごとに選定していくようにというようなこと

で決められております。

○河野委員 実は他県で事例というか、今まで

例えば農業委員さんが２人で耕作放棄地等を調

査してた。それが、結局この法改正によって、

地域によっては１人でやらなきゃいけない状況

が出てきたというのをお聞きしたんですね。そ

れってあり得ることでしょうか。

○花田農地対策室長 理想論で申しますと、農

業委員さん１人に対して、推進委員さん二、三

名というような形で共同して回っていただくと

いうのが理想なんですけれども、やはりどうし

てもお金の問題がございまして、小林市さんみ

たいに同数になっていると。農業委員さん、推

進委員さん連携して一緒になって取り組んでい

くのが基本だと考えております。

○図師委員 もう一つ。資料36ページの口蹄疫

の復興ファンドの件なんですが、その取り組み

につきましては、児湯郡は特に重厚な支援をい

ただきまして、特にここの中にありますように、

高鍋の花守山とか都農の道の駅なんかは、この

ファンドのおかげで大きく背中を押していただ

いて、高鍋にしても都農にしても今、非常に新

たな交流人口を生んでるということで本当に感

謝をしております。

お伺いしたいことは、これは６年間で総額30

億という規模で行われた内容なんですが、結果、

使われているのが28億余ということで、残金が

宮崎県のほうにというふうな話なんですが。こ

れは27年度中までに、ファンドを使いたいとい

うような事業が上がってこなかったのか、何ら

かの調整でこれだけの残金が出たのか、このあ

たりの経緯はいかがですか。

○坊薗畜産振興課長 27年度の理事会におきま

して、28年度は事業を行わないという方向性が

出たということが一つはございます。その時点

で１億3,000万程度の残金が想定されておったわ

けですけれども、それが最終的に１億8,000万程

度まで膨らんだというのは、27年途中に行おう

としてた事業の中で、思ったとおりできなかっ

たという事業とか、やったんですけれども残金

が出て、結果としてファンドに返すというお金

が出てきたということで、これだけの残金になっ
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ているという状況でございます。

○図師委員 各市町村に声かけはしておられた

んでしょうけれども、27年度で終わると思って

なかった市町村もあったのか。それに手を挙げ

られなかった市町村があって、28年度に取り組

もうと思ってたのにとか、そういうようなやり

とりはなかったんですか。

○坊薗畜産振興課長 事前に各市町村に対して

は、もともと５年間という期限が限られてまし

たので、27年度で終了するということを前提で

考えてくれというお話はしてきたところでござ

います。

○右松委員長 それでは、その他何かございま

すでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、以上をもって農政水

産部を終了いたします。執行部の皆様、長時間

にわたりまして大変お疲れさまでした。ありが

とうございました。

暫時休憩いたします。

午後３時49分休憩

午後３時51分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

採決についてでありますが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりまして、あす行う

こととし、再開時刻を13時としたいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、ないようですので、

以上をもちまして本日の委員会を終わります。

午後３時51分散会
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午後０時59分再開

出席委員（８人）

委 員 長 右 松 隆 央

副 委 員 長 島 田 俊 光

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 黒 木 正 一

委 員 井 上 紀代子

委 員 河 野 哲 也

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

○右松委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして、賛否も含めて、御意見が

あればお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後１時０分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

それでは、ないようですので議案の採決を行

います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第11号及び第12号について、原

案のとおり可決することに御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外２件につきましては、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時７分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見を参考にさせていただきながら、

正副委員長に御一任いただくことで御異議ござ

いませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 ありがとうございます。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査につきましては、引き続き、閉会中の継続調

査といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

平成28年６月17日(金)
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午後１時８分休憩

午後１時15分再開

○右松委員長 委員会を再開いたします。

７月21日の閉会中の委員会につきましては、

先ほどの協議の内容で委員会を開催することに

御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、県外調査の調査先につきましては、先

ほどの御意見を踏まえながら、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○右松委員長 それでは、何もないようですの

で、以上で委員会を終了いたします。

午後１時16分閉会


